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学校教育指導室長    早 田 義司郎 
生 涯 学 習 課 長       尾 造 正 直 

 

   

〇議長（菅 健雄君） これより本日の会議を開

きます。 

〇議長（菅 健雄君） 日程第１、一般質問を行

います。 

この際申し上げます。 

各議員の発言は申し合わせ発言時間内において

お願いいたします。 

また、質問は通告に基づいて行ってください。 

なお、執行部は質問通告にない事項及び聞き取

り時になかった事項について、質問があった場合

は議長にお知らせください。 

一般質問通告表の順序により発言を許します。 

〇議長（菅 健雄君） ２４番近藤今朝則君。 

〇２４番（近藤今朝則君） ２４番近藤今朝則で

ございます。質問通告の第３項目のうち、第１の、

県との連携協調の問題については、今回は、取り

下げさせていただきまして、次の第２、第３につ

いて、一般質問を行います。 

 新市になって、早くも２年目の平成１８年度第

２回定例会に臨み、合併特例の議員在任期間も余

すところ９月開催の第３回定例会及び１２月開催

の第４回定例会だけとなり、ことさらに残任期間

の責務を全うするために身の引き締まる思いであ

りますが、私としては、常に市民生活者の視点を

大切にした発言と行動をすべきであるという政治

信条の下、毎回ながらつたない質問ではあります

が、次の２項目について、市長他関係者に質問い

たします。 

 最初に、質問通告の第２の、本市行政改革大綱

及び実施計画等の問題についての、第１点目の本

市消防団組織の再編計画の取り組みについてであ

ります。 

 消防法及び消防組織法が施行されて本年は５８

年目を迎え、いまや時代に即応した市町村消防組

織の充実整備がなされるなかで、市町村の消防に

要する費用は市町村が負担しなければならない必

須義務とされ、また、一方、法律の定めにより、

市町村の消防に対する補助金も支給される制度が

確立された昨今においては、これまで長年慣例的

に消防団詰め所及び格納庫等は、地域消防団各部

の地元負担、言うなれば当該消防施設の建設費用

等は、寄附行為として市に譲与し維持管理されて

きたものが、ここ数年前から改められ、当該施設

の改築費等については、必要な用地については、

地元の無償提供の下、改築費等は市の責任におい

て施工する経緯もさることながら、特に昨今では、

全国的に１０年前の阪神大震災の教訓を活かし、

自主防災組織の重要性がクローズアップされ、大

分県においても、その当時３０年ぶりに県地域防

災計画を見直し災害時における行政対応には限界

があり、行政よりも近隣の住民の協力こそが何よ

りも緊要であって、まさに自助・互助・公助の連

携の下、自分たちの地域の安全は自分たちで守ろ

うという自主防災意識こそが防災の原点であると

して、県単独防災組織育成事業の取り組みはもと

より、本市においても自主防災組織の結成に向け

て精力的に努力されている現実を踏まえたところ

の消防団組織の見直しは、必然的な問題として、

今般の本市行政改革大綱及び実施計画の中で、消

防団組織の再編と団員不補充を併せ実施し、組織

の効率化を図るということでありますが、現在の

団員数７７０人を平成２１年には６５１人、平成

２２年には６５８人に団員不補充のなかで減員す

ることについての具体的な取り組み方策について

お尋ねするとともに、要は、全市的な現行消防団

組織の、特に旧市町の消防団組織体制の各分団、

各部の統合にあたっては、もはや消防法、消防組

織法が施行されて６０年の節目を迎えようとして

いる長い歴史を振り返り、まさに各地域消防団の

生い立ちを原点とした地域性、地域住民共同連帯

意識を重視しての再編計画であるべきことは言う

までもないことであります。 

例えば、私の地元河内地区の場合、現在は、高

田第１方面団第３分団として、これまでの旧大字

森、佐野、小田原に大別された地理的条件の下、

昔も今も暮らしの領域で培われてきた地域の固い

絆の各３部であるものを、全市的統合計画での高

田方面団を５分団に、香々地方面団を３分団に、

真玉方面団はすでに３分団に統合されており、合

計１１分団に統合されるなかで、要は各地区、各

部の統合一本化に向けての適正団員数の各地域配

置は考慮されるにしても、現在の河内地区の場合、

現行３部を数合わせ的に２部にするようなことは

地域連帯性を無視するもので、これまでの河内地

区、すべての行政上の今こそ求められている地域

コミュニティの地域自治の根幹に係る問題である

だけに、容認できることでなく、このようなこと

は全市的な再編計画の中でも最も重要視されるべ

きことであります。 

ましていまや、合併新市の旧町村部消防団を対

象に、地域の消防力を確保する方策として、総務

省、消防庁が推進している機能別団員制度の導入

について、県は本年度合併市町村に働きかけ、機

能別団員制度の導入促進に努める矢先においても、

ことさらに慎重に対処すべきことでありますが、

お伺いします。 

なお、この際、本市においても、機能別団員制

度の導入の取り組み方策についても勘案すべきこ

とであるだけに、お尋ねいたします。 

次に、第２点目は、消防水利の確保と管理につ

いてでありますが、消防法第２０条の規定によれ

ば、消防水利の基準及び水利の施設の設置の義務
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として、第１項では、消防に要する水利の基準は

消防庁がこれを勧告する。また第２項では、消防

に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、

維持し及び管理するものとする。ただし、水道に

ついては、当該水道管理者がこれを設置し、維持

し及び管理するものとする。さらに、同法第２１

条では、消防水利の指定、標識の掲示、水利変更

等の事前届出として、第１項、消防長又は消防署

長は、池、泉水、井戸、水槽、その他消防の用に

供し得る水利について、その所有者、管理者又は

占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して

常時使用可能の状態に置くことができる。 

また、第２項においては、消防長又は消防署長

は、前項の規定により規定した消防水利には、総

務省令で定めるところにより、標識を掲げなけれ

ばならない。なおまた、第３項では、第１項の水

利を変更し、撤去し、また使用不能の状態に置こ

うとするものは、あらかじめ所轄消防長又は消防

署長に届けなければならない。 

以上のような規定の中で、新市消防団再編計画

に何よりも不可分の消防水利の実態把握と確保、

維持管理が充分であるのかお尋ねします。 

例えば、河内地区管内の場合でも、防火水槽の

未設置地域や標識の汚損したもの、道路寄りの蓋

のない旧防火水槽の改善、また最寄の各河川、溜

め池、水路の指定場所、道路上、上水道施設の消

火栓の駐車禁止表示の確認、さらに、消防の用に

供された旧不能警鐘台の撤去等、機能管理面につ

いての実態を調査し、万全を期すべきことであり

ますが、お伺いします。 

なお、この際、現在の高田、真玉、香々地方面

団の各分団消防水利施設の実態と消防水利の充

足率及び今後の取り組み方策等についてお尋ねい

たします。 

最後に、質問通告第３の、学校クラブ活動の問

題としての各小学校クラブ活動でのゲートボール

導入と、用具一式の備え付け等の実施についてで

あります。 

新市になって、本市立小中学校も小学校１２、

中学校６校と多くなるなかで、昨今における少子

高齢化社会の煽りは免れず、ことに過疎地域とし

て児童生徒の減少は各小中学校共に著しく、今般

の本市行政改革大綱の実施計画の中でも、適正規

模の学校配置を目指し、小規模校の再編整備を検

討することになっていることは、現実の問題とし

て避けて通れないにしても、今ほど学校、家庭は

もとより、地域の目が求められてる矢先、今から

１４年前の平成４年度から小学校の新しい学習指

導要領が実施されるなかで、その一環としてゲー

トボール用具一式が小学校４年生から６年生のク

ラブ活動に用いられる標準教材品目に取り上げら

れ、小学校のクラブ活動として指導するために適

切なスポーツであると認められたことから、ゲー

トボールを学校教育現場に導入する学校が全国的

に増えておると承っており、特に、学習指導要領

の範囲内で行われるゆとりの時間を活用して行っ

ている例や、土曜休みに地域の小学生を集めて

ゲートボールを指導している例など、子どもたち

の評判も良く、ことに地域の高齢者との交流の場

として活かされていくことが重要視されるなかで、

全国的普及が高まっており、本県及び本市ゲート

ボール協会においても、年齢に関係なく、子ども

もお母さんもお年寄も共に楽しめる三世代のふれ

あいゲートボール教室を開く計画など、積極的な

取り組みがなされるなかで、要は２１世紀を担う

子どもたちの健全育成を図るためにも、このゲー

トボールを通して地域社会や世の中のルール、規

律を学ぶことはもとり、競技を体得し楽しむ一方

で、忍耐、努力、気力も身につき、さらに、協調、

助け合いなどよりよき人間関係が育まれる、まさ

に現今の少子高齢、核家族化社会の中で、心の教

育が叫ばれている教育の基をなす一助としても、

これが果たす役割が大きいことを再認識され、要

は、本市が提唱する「教育の町」にふさわしい特

色づくりとして、「育てば育つ、育たねば育たん」

ごく当たり前のことながら、ましていまや文部科

学省が掲げる生涯スポーツ振興政策の総合型地域

スポーツクラブ構想の実現に向け、本市の総合型

地域スポーツクラブ「ＴＭＫチャレンジクラブ」

が設立され、今月から本格始動することもさるこ

とながら、何よりも平成１４年度から実施されて

いる学校完全週５日制の下、ゆとりの中で一人ひ

とりの子どもたちに生きる力を育成することを基

本的な狙いとしての、新学習指導要領の総合的な

学習の時間が新設されて取り組まれている昨今、

ときあたかも、平成２０年の二巡目大分国体や全

国障害者スポーツ大会の大分県開催に向けての機

運醸成の時期に、市内各小学校教育現場でのゲー

トボールの導入と用具一式の備え付けについて、

特にすでに取り組んでいる各小学校備えつけ用具

一式の購入など、いつでも気軽に取り組めるよう

な配慮をすべきことでありますが、お伺いします。 

なお、このことについては、旧市の平成１２年

第３回定例会において一般質問し、その当時の現

都甲教育長の答弁、その後の取り組み経過を含め

て、改めてお伺いいたします。 

以上、２項目について、市長他関係者の明解な

る答弁を求めるものであります。 

〇議長（菅 健雄君） 教育長都甲桂一君。 

〇教育長（都甲桂一君） 近藤議員の、各小学校

クラブ活動でのゲートボール導入と用具一式の備

え付け等の実施についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 議員ご指摘のとおり、少子高齢化、過疎化、核

家族化や児童生徒数の減少が進むなか、学校、家

庭、地域がそれぞれの役割をしっかりと果たし、
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相互に共同して児童生徒の育成に取り組むことが

大切と考えています。 

 学校現場にゲートボールを導入する件につきま

しては、旧豊後高田市議会の平成１２年第３回定

例会において、ゲートボールが教育課程にどう位

置づくか、またクラブ活動の希望意欲をどう高め

るか、児童への押し付けにならないように、今後

各小学校の児童の希望や学校の要望など児童や学

校の自主性を大事にしながから、ゲートボールも

１つの選択肢であるとご答弁申し上げたところで

ございます。 

 その後、平成１４年度からスタートした、学び

の２１世紀塾「わくわく体験活動」において、児

童は、ゲートボールを体験し、高齢者とのふれあ

いを通して規律やおもいやりの心を学んでいます。

昨年度は、総合的な学習の時間に地域の高齢者と

ゲートボールを行った学校があり、今年度もその

学校は、クラブ活動や総合的な学習の時間に実施

する予定であるとの報告を受けています。 

 また、わくわく体験活動でもゲートボールを体

験しています。 

さらに、ゲートボールの道具がある学校も２校

あり、遊びの中でゲートボールを楽しんでいます。 

 ゲートボールをクラブ活動等で実施する学校に

おきましては、教材費等で用具を揃えることも可

能であり、常時ゲートボールができる環境を整え

れば、さらに興味関心を持ち意欲的に取り組むこ

とが期待されます。 

 また、今年の３月末に設立した総合型地域ス

ポーツクラブ「ＴＭＫチャレンジクラブ」は、子

どもから高齢者まで幅広く地域住民が参加できる

スポーツ活動等を通して、健康づくり、地域づく

りを行うことが目的であります。現在、会員を募

集し、６月からはエアロビクスやテニス、サッカー

教室、さらに卓球大会やミニバレーボール大会を

開催し、健康維持や親睦を深めています。会員の

ニーズがあれば、児童とお年寄りがふれあえるゲー

トボール教室の開催も検討するよう、ＴＭＫチャ

レンジクラブに働きかけていきたいと考えていま

す。 

児童の健全育成には、地域の教育力が不可欠で

あり、教育委員会といたしましても、本年度から

新規事業として、地域人材活用学習力向上支援事

業を導入し、地域の方々と共同して子どもの健全

育成に取り組んでおり、その中でのゲートボール

の実施も可能と考えますので、ご指導、ご協力を

よろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 消防長安藤義文君。 

〇消防長（安藤義文君） 皆さんおはようござい

ます。消防本部安藤です。 

皆さん驚いたでしょうけども、昨日の明朝、大

分県中部を震源としますマグニチュード６．１の

地震が発生しております。佐伯方面では、震度５

弱ということで被害が出ておりますが、豊後高田

市は、震度３ということで被害は報告されており

ません。地震対策のほうもよろしくお願いします。 

それでは、近藤議員からの本市消防団組織の再

編計画の取り組みについてお答えします。 

消防団の組織再編につきましては、先の３月定

例会で川原議員からの質問にお答えしたとおり、

現在、方面団方式を採用し、高田方面団８分団３

１部、それから真玉方面団３分団１６部、香々地

方面団５分団１４部、合計１６分団６１部で条例

定数７９１人の組織であります。 

消防団の組織編制の計画でありますが、高田方

面団を８分団から５分団に、香々地方面団を５分

団から３分団に、真玉方面団につきましては、合

併前に４分団から３分団に統合されております。 

なお、方面団方式につきましては、平成１８年

度限りで廃止し、１１分団の組織とする計画であ

ります。 

部の統合につきましては、平成１９年度より田

染地区の分団を６部から４部に、草地、呉崎地区

の分団をそれぞれ４部から３部にする計画であり

ます。 

団員の減員つきましては、６０歳定年や欠員不

補充を基本として、積載車の部１０人、それから

ポンプ自動車の部を１５人とし、平成２２年度に

は団員数を６１８人とするものであります。 

今後につきましても、消防団や自治会と充分な

協議を行いながら進めてまいりますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

次に、機能別団員制度の導入についてでありま

すが、本年度県が合併新市の、旧町村部の消防団

を対象に、昼間のみ出動するなど、活動内容や役

割を限定した機能別団員制度の導入を推進するこ

とになっております。今後、県などと協議し、研

究してまいりたいと思います。 

また、消防水利の確保と維持管理についてであ

りますけれども、消防水利につきましては、ご指

摘のように、水利施設として市が設置する防火水

槽、それから消火栓、また、消防長、消防署長が

所有者、管理者の承認を得て指定する指定消防水

利等があります。 

これらの維持管理につきましては、消防地理水

利調査要項というのを定め、定期的に調査をし維

持管理に努めているところであります。 

次に、消防水利の充足率でありますが、消防施

設５箇年計画では、基準口数６８４口に対して、

防火水槽４０立方メートル以上が３４１箇所、そ

れから小河川７５ミリメートル以上が２１２箇所、

プール１６箇所の現有口数５６９口となっており

ます。充足率でございますが、８３．２パーセン

トとなっております。 

今後は、国の補助金等を活用しながら、計画的
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に水利施設の充実に努めてまいりたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

以上です。 

〇議長（菅 健雄君） ２４番近藤今朝則君。 

〇２４番（近藤今朝則君） 再質問でありますが、

ただ今の教育長、それから消防長の答弁について

ですね、これ以上は執行部のですね、さらなる努

力にご期待を申し上げまして、もう質問を終わり

ます。 

〇議長（菅 健雄君） ５番岡部心介君。 

〇５番（岡部心介君） 皆さんおはようございま

す。５番の岡部心介でございます。今回４点につ

きまして一般質問をさせていただきます。 

 まず、火葬場の建設の問題についてでございま

す。 

 去る３月議会で、担当課長より、候補地の１つ

として、真玉地区内の用地を建設候補地として、

隣接する自治会の住民の方々を対象に新しい火葬

場建設について住民相談会を開催してきました。

住民相談会では、建設候補地とした理由、現施設

の建設当時の経緯など多くの意見が出されました

が、今後においても理解、協力が得られるよう、

引き続き地元の方々と話し合いをし、早期着工が

図られるよう努力するという旨の答弁がございま

した。 

 しかし、後ほど私が聞いたところでは、その会

合では、地区住民から建設についての大変強い反

発の声があがり、会が途中で解散になったような

経過とも言われ、後日、私のほうにも、建設の計

画中止を求める住民の方からの訴えが、電話が

入っております。この候補地とされる浜地区は、

真玉の中心部住宅地に隣接する裏山にあたり、ま

さに住宅街の頭上、頭の上に当たります。真玉庁

舎とは目と鼻の先、また、候補地の北側至近距離

に中学校もあり、ここに新市全体を網羅するよう

な大型の火葬場を建設することは、いくら近代的

な設備であっても、住民の心理面を考慮すれば大

変不適地であると私も言わざるを得ません。 

住民の反応からして、ここにいつまでも固執す

ることは時間の無駄であり、他の可能性を探るこ

とが得策と考えますが、このほかにいま候補地が

あるのか、今後の方針について伺います。 

 次に、障害者自立支援制度についてでございま

す。 

 この制度自体、大変複雑でわかりにくい面が

多々あります。問題も多く含んでおりますが、今

回は入門編ということでお尋ねをします。 

２００３年から施行された障害者支援費制度が

わずか３年間で変わり、本市でも３月議会で条例

が可決をされ、４月から障害者自立支援法に基づ

く制度がスタートしました。 

この制度のメリットとしましては、これまで別々

であった身体、知的、精神の３者を統合し、一本

化することでサービスの利用がしやすくなった。

あるいは、措置から契約に変わり、利用者の権利

に変わったこと、あるいは、国や県の負担義務の

明確化など一定の改善が図られているように見受

けられますが、いま大きな問題となっているのが、

３月議会でも取り上げられていましたが、これま

での障害者の扶養義務者の収入に応じて利用料を

負担する応能負担から、世帯の所得を基準に、使っ

たサービスに応じて負担する応益負担に変わり、

利用料の原則１割負担と、入所・通所者に対して

食費、水光熱費の原則実費１割の実費負担になっ

たことで、また、あるいは施設の報酬単価の切り

下げ等で施設の経費運営が大変厳しくなってる点

等の問題点があります。 

制度では、市町村民税非課税世帯で年金受給者

には、月額負担の上限を設ける軽減措置が取られ

ておりますが、それでもこの負担料が重過ぎると

して、全国的に施設を退所したり、通所などのサー

ビスの利用を控えたりといった傾向が大変際立っ

てきており、独自の負担軽減策を打ち出す自治体

が広がっております。 

去る６月６日の大分合同新聞では、県内授産施

設の利用者、家族ら３０人の方々が県に対し、障

害者の間には利用料負担が重過ぎて利用を控える

動きが出ており、利用料が１０倍以上に膨らみ、

ホームヘルプサービスを削った。あるいは、福祉

サービスだけでなく通院も控えざるを得ない。家

族だけで障害者を抱え込む事態が起きている。負

担増がいつまで続くのか、深刻な不安を理解して

ほしいと県当局に訴えております。 

施行以前から、自立支援とは名ばかりで、国の

給付減らし、障害者切り捨てではないかと、厳し

い指摘が以前から上がっておりましたが、いま起

きていることは、不幸にもそれを裏付ける現実と

なっております。 

本市における障害者の方々への影響をどう把握

され、また、独自の負担軽減策は検討されていな

いのか、お尋ねをいたします。 

次は、ごみ問題についてでございます。 

先日、ごみゼロ豊後高田推進大会が中央公民館

で開催され、私も出席をしましたが、大変有意義

な大会でございました。特に、講演でのごみや環

境問題で先進的な取り組みで有名な水俣市や県内

由布市からの報告は、大変ユーモラスな中にも取

り組みへの熱いものがひしひしと伝わり、大変興

味深く参加者の深い共感を誘っておりました。 

と同時に、単にいい話を聞いたなというだけの

一行事に終わらせてはいけない。今後この教訓を

本市でどう活かし、どう活用していくか、どう実

践につなげていくかが大変大事だと思いました。

また講師の一人が語っていたように、１００の美

辞麗句を並べた大会宣言より、簡単でいいから、

できることを一つから始めようではないかと。ま
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さにこの言葉はこの大会の大きなキーワードでご

ざいました。ごみの減量対策として、ごみをもら

わない、渡さない、出さない、分別の徹底、生ご

みの堆肥化、マイバッグ運動等、方策がいろいろ

ありますが、どれも、どれをとっても大切なこと

ばかりでございますが、私はここで買い物マイバッ

グ運動の一層の徹底を提唱したいと思います。 

それも、今までのように市報等で漠然と呼びか

けるだけではなかなか進展は難しいのではないか。

まず身をもって市の職員、執行部、そして私ども

議員の家庭がまず身をもって実践をし、示してい

くことじゃないかと考えますが、いかがでしょう

か。 

それと、指定ごみ袋の料金、大で２５円の値段

は、聞くところによりますと、原価のほぼ倍とい

うふうに聞きました。日々の市民の生活必需品で

あるこのごみ指定袋、このように倍も利益をかけ

ることはないのではないでしょうか。原価どおり

の値段に軽減すべきではないかと考えます。特に

高田市民からは、多くの反発の声が高いなか、税

金、保険、年金などあらゆることで負担増の痛み

が押し付けられているなか、少しでも市民への負

担軽減を検討する意思はないのか、お尋ねをした

いと思います。 

次は、中学校の放課後の部活動についてでござ

います。 

先日、あるお母さんが、小６の娘さんについて、

「子どもは小さい頃から剣道とダンスを習ってき

たけど、来年中学校に入ったら部活のどれかに入

らんといかんから、学校部活との両立は、難しい

んで、今まで習ってきたこの両方とも止めんとい

かんのよと、せっかくここまで本人も好きで頑張っ

てきたのに」と、大変残念そうな表情で語ってく

れました。 

いま、中学校では、卓球、バレーボール、テニ

ス、野球などのいずれかの部への所属が中学校入

学時から義務付けられて、高中に唯一ブラスバン

ド部がありますが、ほかには文化部は一切ござい

ません。私たちの頃と違って、いつからこんなに

義務付けに変わったのか。本来、放課後という、

子どもたちが本来まさに自由に伸び伸びとする時

間帯がなぜこんな窮屈な形になってしまったのか、

常々私は疑問を持っておりました。確かに、スポー

ツはすばらしいし、私も下手ですが、好きなほう

の一人であります。しかし、やりたい子どもが、

まあそのスポーツに打ち込むことは、大変結構で

異議はないんですが、子どもには、それぞれ向き、

不向きもあり、文化面に向いてる子どももあれば、

それぞれ多様な個性があるはずでございます。放

課後という自由な時間帯に、音楽が好きな子ども

が音楽に、絵が好きな子どもが絵に打ち込んでは

いけないのでしょうか。あるいは、中には勉強し

たい子、本を読みたい子、自由に遊びたい子、中

には家業を習って跡を継ぎたいという子もないと

は限らないと思います。 

子どもの持っている能力の芽を、画一的にス

ポーツがすべてだということで、これは押し付け

ではないでしょうか。子どもたちの持ってる多様

な可能性を摘み取っているという面は、ないので

しょうか。子どもの持つ多用な可能性ということ

をどうお考えになっているのか、お伺いをしたい

と思います。 

私は、放課後は子どもの自主性をまず尊重すべ

きと考えますが、この小学校教育における部活動

の位置づけについて、基本認識についてまずお伺

いをしたいと思います。 

それと、また同時に、昨今、大変この部活動が

中学校におきましては過熱気味で、今の子どもた

ちの活動ぶりを見ていますと、ゆっくりと丸一日

休養する日が、私の子どももそうですし、知り合

い関係聞いてもそうです。もうゆっくり本当に休

養する日が年に何日もないというのが実情でござ

います。試合が近づくと、今日もうちの子も行き

ましたが、朝練習も加わってさらにヒートアップ

して、近頃は、帰宅時間はもう夜８時頃になって

おります。高田の知り合いに聞いても同じです。

目標に向かってもちろん努力することは大切なこ

とかもしれませんが、だいたい年端も行かない子

どもが、夜が明ければ家から出て行って、日が暮

れてから帰宅する、こんな国が世界中に一体ある

でしょうか、勉強も頑張れ、部活も頑張れ、家に

よっては塾でも頑張れ、いままさに子どもを取り

巻く状況は、周りから頑張れ、頑張れ、まだ足り

ない、まだ頑張れのオンパレードで、いま、日常

的に疲労感を訴える子どもが増えているといわれ

る社会現象は軽視できない問題ではないでしょう

か。努力も必要ですが、子どもに充分な休養のバ

ランスも大変大切ではないでしょうか。 

また、交通安全や防犯面からも、日没までには

せめて帰宅するよう効率のよい練習を心がけるよ

う学校に指導すべきではないかと考えますが、い

かがでしょうか。 

以上で１回目の質問を終わります。 

〇議長（菅 健雄君） 教育長都甲桂一君。 

〇教育長（都甲桂一君） 岡部議員の、中学校の

放課後の部活動のご質問にお答えいたします。 

 中学校部活動の学校教育における位置づけであ

りますが、今年２月、中央教育審議会初等中等教

育分科会教育課程部会の審議報告を見ますと、部

活動は主として放課後に特に希望する生徒によっ

て行われる活動であり、学校において計画的にす

る教育活動として位置づけられています。しかし

ながら、部活動がこれまで中学校教育において果

たしてきた意義や役割を踏まえ、部活動を学習指

導要領に位置づける方向で検討すべきとの意見が

出されています。教育委員会といたしましても、
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あくまでも任意の活動であり、強制されるべきも

のではないと判断しています。 

次に、各学校での生徒の入部状況と指導につい

てでありますが、先に述べましたように、本人の

自主性による入部が本来の姿ですが、本市におき

ましては、小規模の中学校が多く、数部から選択

するのが現状であり、全員が入部しなければ部が

存続できない状況にもあります。このような状況

を生徒本人や保護者に説明し、理解をいただいて

入部を推進しています。 

 また、文化部につきましては、現在、高田中学

校にブラスバンド部があり、他校には設置されて

いません。 

本年度、県中学校文化連盟の設立準備を進めて

おりますし、それに併せて、市の中学校文化連盟

も設立していきたいというように考えておるとこ

ろでございます。 

部活動が勝つことだけを目的として過熱しすぎ

ではないかということにつきましては、中学校の

部活動は技術の向上と併せて、精神力や忍耐力、

協調性等の育成を目的としておりますが、勝利至

上主義に陥らないように指導を行っています。 

また、水曜日を部活をしない日として位置づけ

ると共に、土曜、日曜日のどちらかは休養をとる

ようにしているところでございますが、中体連の

試合直前になると、そのようにいかない面も出て

きているのが現実であります。 

さらに、日々の練習時間につきましても、季節

や天候によって終了時間を設定し、日没までには、

帰宅するようにしており、どうしても遅くなる場

合は保護者と連絡をとり、安全に帰宅できるよう

措置を取っているところでございます。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 環境課長水江義和君。 

〇環境課長（水江義和君） 岡部議員の、火葬場

の新設についてのご質問にお答えいたします。 

火葬場の建設につきましては、人生の終焉の場

にふさわしい、海が見え、景観のいい場所を念頭

に調査してきたところでございます。いろいろと

ご意見を聞くなかで、現在、真玉火葬場のある付

近がいいのではないか、またご理解がいただける

んじゃないかとの感触を得て、自治委員さんへお

願いをして、地元相談会を開催してきたところで

ございます。しかしながら、以前からの経緯等も

あり、住民説得が難しいと判断し、当地区の建設

については断念をしたところでございます。 

その後、先程述べましたことを念頭に置きなが

ら、新しい建設候補地を調査し、先月住民相談会

を開催いたしました。今後とも引き続きご理解と

ご協力が得られるよう協議を重ねてまいりたいと

思います。 

次に、ごみ問題についてお答えいたします。 

５月３０日をごみゼロの日として、ごみゼロ豊

後高田推進大会を、議員をはじめ、自治委員、各

種団体や多くの市民のご参加により開催してまい

りました。今回の推進大会では、取り組みやすい

マイバッグ運動や家庭の生ごみの問題に重点を置

き、市民の代表によるごみゼロ市民宣言を行って

きたところでございます。 

マイバッグ運動は、身近なごみ減量化の取り組

みであり、貴重な資源の消費を抑制するものでご

ざいます。この取り組みは、市民一人ひとりの取

り組みが重要であり、そのためには、市職員とそ

の家族が率先して利用普及しなければならないと

考え、旧豊後高田市時代から取り組んでまいりま

した。今後におきましては、全職員へ徹底するよ

うお願いしてまいりたいと思います。 

次に、有料ごみ袋についてお答えいたします。 

有料ごみ袋制度は、ごみ減量化やごみ処理費の

削減が図られること、有料化を実感していただく

ことで、ごみの減量化やリサイクルに対する市民

意識が生まれること、ごみを少量に出す人と、多

量に出す人との公平感の確保が図られること、ご

みを減らす工夫がされることによるリサイクルの

推進が図られ、ごみ減量化につながること等を目

的に、合併前におきましては旧真玉町、旧香々地

町では有料指定ごみ袋、旧豊後高田市では、指定

透明袋が導入されていました。 

今回、合併して統一した有料指定ごみ袋制度を

平成１７年４月より導入し、１年２ヶ月が経過し

たところでございます。議員をはじめ、自治委員、

廃棄物減量等推進員や多くの市民のご理解・ご協

力により、有料指定ごみ袋の利用と３分別の徹底

が図られているところでございます。 

有料指定ごみ袋の料金でございますが、合併時

に旧真玉町、旧香々地町の導入金額の状況等を参

考に充分検討を行い、大２５円、小１５円を決定

したものでございますので、ご理解いただきたい

と思います。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 福祉事務所長大園栄治君。 

〇福祉事務所長（大園栄治君） 岡部議員の、障

害者自立支援法における利用者負担の軽減策につ

いてお答えいたします。 

障害者自立支援法につきましては、障害者の制

度格差の解消及び地域生活と就労を進め、自立を

支援する観点から、これまで障害種別ごとに異な

る法律に基づいて提供されてきた福祉サービス、

公費負担医療等について、共通の制度の下でサー

ビスを提供する仕組みを創設したものであります。 

ご質問の、障害福祉サービスの利用者負担につ

きましては、これまでの応能負担から定率負担と

制度が変わり、障害のある人も社会の構成員とし

て利用負担をすることで制度を支えるようになっ

ています。 

なお、新しい制度により、所得の低い方へは負



６月１３日 

 - 20 - 

担の軽減措置が講じられているところであります。

従って、市独自の軽減策については考えておりま

せん。 

また、質問の中で、影響につきまして質問があ

りましたけども、通告時に質問事項にありません

でしたが、私どもは、新制度への移行は、移行事

務はスムーズに行われたというふうに思っており

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

以上であります。 

〇議長（菅 健雄君） ５番岡部心介君。 

〇５番（岡部心介君） 再質問をいたします。 

 まずこの火葬場の建設問題についてでございま

すが、断念したということは賢明な判断だったろ

うというふうに思います。さらに一層のご努力を

お願いをする次第でございます。課長も毎回議会

の度に大変やかましく言われて、ご努力をされて

いるわりには、なかなか事態の進展が見込めない

ということで、身も細るような思いもされてるん

じゃなかろうかと思いますが、ぜひとも今後とも

よろしくお願いをしたいと思います。 

それで、１つ、これ門外者の私が言うのもあん

まりどうかと思いますが、この候補地予定地とし

ましては、まあ住宅地から離れて、しかも市の中

心部に位置するということになりますと、都甲か

ら上がった農免道路あたりですね、あのあたりと

いうのは比較的その条件に適うんじゃなかろうか

というふうに思うんですが、まああの、そういっ

た地域について具体的に、あのあたりについて検

討されたようなことはあるのかどうか、お尋ねを

したいと思います。本当に状況厳しいですから、

笑い話じゃないです。確かにあのあたりは傾斜は

厳しいし、平地も少ないわけでありますが、検討

に値するエリアではなかろうかというふうに思っ

ています。 

それから、障害者自立支援法についての答弁で

ございますが、この障害者の方々への法施行によ

る年金と負担料の関係を見てみますと、施設入所

者のケースを取って考えてみますと、低所得１の

市町村民税非課税世帯の障害基礎年金２級では、

月６万６，２０８円の受給がありますが、軽減措

置後のサービス利用料、食費負担金を合計します

と、手元には、２万５，０００円しか残らない。

同じく低所得２の基礎年金１級では、月額８万２，

７５８円の受給がありますが、手元には、２万８，

０００円しか残りません。これがまるまる障害者

の方の小遣いならいいんですが、これで身の回り

の日用品を揃えたり、あるいは交通費などの生活

費、また場合によっては、通院や医療費などにも

必要となります。 

 さらに、家族の負担も大変で、それならもうサー

ビスを削るしかないというふうな深刻な事態に

なっております。近くの障害児を市内の授産施設

に通わせておりますある知り合いのお母さんは、

やはりそこでも利用を控えようとかいう声がやは

り起きているそうでございます。国は障害者は早

く死ねというのかと言ったような会話がまさに交

わされてるとも話しておりました。障害者と家族

に及ぼしている影響について、今後とも検証がぜ

ひとも必要であると思いますが、その意向につい

て、お尋ねをしたいと思います。 

 それから、ごみの問題ですが、私がこのマイバッ

グにこだわるのは、このマイバッグというのは、

例えばごみの堆肥化ですとか分別というのは、大

変必要なことなんですけども、なかなかこの人目

につく取り組みではございません。マイバッグと

いうのは、もちろん買い物に持参し、人が集まる、

人と人との出会いの場に持って行くわけでござい

ますから、ＰＲ効果、啓発活動に大きな意義があ

るんじゃなかろうかというふうに思っております。 

それで、市の職員に対してマイバッグ運動につ

いて、実施するように今まで取り組んできたとい

う話がありましたが、その後の実態調査なり、あ

るいは、いま、さらに徹底するという答弁があり

ましたが、どのような方法で市の職員に徹底して

いくのか、その具体策についてお考えならお尋ね

をしたいと思います。 

 それと、中学校の部活の問題ですが、先程、こ

れは任意で強制されるものではないと。で、部の、

少子化の中で部の存続が危ういなかで必要なこの

ことなんだというふうな答弁でございましたが、

保護者もそれから学校も、部活が任意であるとい

うふうな意識は持っていません。もう必ずこれは

入らなきゃいけない義務なんだというふうに思っ

ています。だから先程のお母さんのような、「今

まで習ってる、やってきた、打ち込んできたスポー

ツを断念しなけりゃいかんのよ」というふうなこ

う意見が出てくるわけでございます。 

その辺の教育委員会、教育長言われたことと、

現場との間に、部活についての認識の乖離がある

んじゃないかと思うんですが、それはどうでしょ

うか。任意であるなら、任意であると。強制する

ものじゃないということをやはり学校現場に徹底

して指導すべきじゃないでしょうか。 

それから、やっぱりその部の存続といいますが、

反面先程申し上げましたようにですね、この子ど

もの持ってる多様性とか個性ということは、部の

存続のためには、これもう犠牲にしてもやむを得

ないということを暗に言ってるようなもんですが、

このようにその、子どもの持ってるですね、多様

性を否定してですね、部の存続のほうが大事なん

だというのは、ちょっと行き過ぎじゃなかろうか

というふうに私は考えます。大変な画一的な押し

付けが現場でなされてると。 

答弁をお願いしたいと思います。 

〇議長（菅 健雄君） 教育庁学校教育指導室長

早田義司郎君。 
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〇学校教育指導室長（早田義司郎君） 岡部議員

の再質問にお答えします。 

 部活動が強制ではないかということであります

が、先程教育長がご答弁申し上げましたように、

あくまでも任意であり、そして小規模の学校では、

確かに全員部活制をとっておりますが、これも保

護者、それから本人の理解を得て行っているとい

うことでありますので、学校現場としてもそうい

うふうに捉えております。 

それから、部の存続につきましても、やはりそ

れをさせる意味でですね、やはり入ることがその

伝統を受け継いでいくということにもつながって

いきますので、どうしてもその部が存続できない

ようであれば、次のところを考えていかなければ

なりませんが、そういうことで現在推移をしてお

るところであります。 

 それから、なお、そういうふうな今回調査をし

てみたわけですが、改めて、入りたくないから次

の部を作ってくれとそういうふうな意向等の要望

は出ていないというふうにこちらは聞いておりま

す。 

 それから、個人の多様性、個性の否定ではない

かということでありますが、各学校ともですね、

例えば部活動以外の、空手をやったりとか、ピア

ノを習ったりとかそういう部分におきましては、

そういうことも充分配慮もしておりますし、やっ

ているということでありますので、ご理解をお願

いしたいと思います。 

以上です。 

〇議長（菅 健雄君） 環境課長水江義和君。 

〇環境課長（水江義和君） 岡部議員の再質問に

お答えいたします。 

 まず、火葬場の建設用地の件ですが、今日まで

建設候補地につきましては、充分調査検討をして

きたところでございます。 

次に、職員のマイバッグ運動の取り組みにつき

ましては、今後徹底するよう取り組んでまいりた

いと思います。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 福祉事務所長大園栄治君。 

〇福祉事務所長（大園栄治君） 岡部議員の再質

問にお答えいたします。 

 障害者自立支援法での利用者負担につきまして

は、１割負担が原則となっております。負担が増

えないように上限額が設定をされておりまして、

軽減施策につきましては、そのほか個別減免とか、

補足給付とか、あるいは社会福祉法人をサービス

を受けた場合の軽減措置がございます。この制度

は、障害のある人も社会の構成員として利用負担

をすることで制度を支えようという制度でござい

まして、これまでのゼロ負担から定率負担という

ことで増えたと思いますけども、そういう制度で

ございますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） ５番岡部心介君。 

〇５番（岡部心介君） 再々質問をいたします。 

 この中学校の部活の問題ですが、先程教育長か

らその、市の文化連盟の発足というふうな答弁ご

ざいましたが、この内容についてもう少し具体的

にご説明していただきたいと思います。先程の答

弁の中でありましたね、市の文化連盟という言葉

が。はい、中学校の文化連盟ですね、これが具体

的にどういう性質、方向示すのか、ご説明をお願

いをしたいと思います。 

 以上の１点で質問終わりたいと思います。 

〇議長（菅 健雄君） 教育長都甲桂一君。 

〇教育長（都甲桂一君） 市の文化連盟の内容等

についてでございますけども、県がもう３年前か

らこの設立準備を進めてまいりまして、予算獲得

等についてもいま検討いたしておるとこでござい

ますし、市といたしましても、本年度担当の校長

ももう決定しておりますし、その中で、市が毎年

行っております市の音楽会、あるいはまた、それ

から文化祭での展覧会、あるいは、また、正月明

けの書初め展覧会とかそういうようなものを、こ

の中学校の連盟の中に位置づけまして、いろいろ

な文化的な活動が積極的に推進できるよう、今後

検討いたしていきたいと思います。すでに、中学

校独自の文化部としては、先程申し上げました高

中だけしかありませんけども、そのほかのいろい

ろなものをその中に取り込みまして、中学校文化

連盟の活動の一環としてそういうようなものを

行っていきたいというように考えてるところでご

ざいます。 

以上でございます。 

〇５番（岡部心介君） 終わります。 

〇議長（菅 健雄君） １２番吉高彰生君。 

〇１２番（吉高彰生君） では１２番吉高彰生で

す。通告に基づきまして、一般質問をいたします。 

 まず第１点目は、市内小中学校のパソコンに関

する情報管理についてお尋ねをいたします。 

 いまやパソコンのファイル交換ソフト「ウィ

ニー」を悪用したウイルスによる情報漏洩事件が

多発をしております。２００６年３月現在、国内

で数万台以上のパソコンがウィニーを悪用するウ

イルスに感染し、コンピューター内の大事なファ

イルや機密情報などを知らぬ間にインターネット

上に大量に流出してしまっています。これは、一

度流出してしまったファイルは、そのすべてを回

収することは不可能と言われております。また、

以前にウィニーを使っていた方もウイルスに感染

している可能性があります。 

このように機密情報が流出して社会問題となっ

ていることは、皆さんご承知のとおりであります。

官公庁から民間企業まで情報が流出していますが、
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私は特に学校現場に限って質問をいたします。 

これは、去る４月１６日付けの毎日新聞の記事

からであります。 

毎日新聞は、学校でのパソコンの管理実態につ

いて４７都道府県と１５政令市の教育委員会に聞

き取り調査を実施した。公務に使っている私物の

パソコンの台数を一部でも把握しているのはゼロ

との回答含め、３分の1の２１教育委員会にとど

まった。管理が行き届きにくい私物パソコンは、

情報流出の危険性が高いとされ、教育現場での対

応の遅れが浮き彫りになった。また、学業成績な

どの情報流出は、全国で１７件発生していること

がわかった。 

パソコンの台数を把握している２１教育委員会

のうち、１７教委が私物パソコンの使用を確認、

不明の４１教育委員会の中でも、教職員アンケー

トの結果として、教諭の８割が私物を使用、これ

は札幌市です。兵庫県の中学校で６割弱などの回

答があった。北九州市では、市全体としては私物

パソコンの公務使用を禁じているが、市教委は、

教職員全員に公用パソコンが行き渡っておらず禁

止できないと実情を訴えた。 

次に、ご紹介する記事は、山陰中央新報という

ローカル紙であります。ファイル交換ソフトウィ

ニーなどを介して重要情報がインターネット上に

流出する問題が相次ぐなか、島根県内の県立学校

教職員の６割強に当たる約１，５００人が現在も

公務に私物パソコンを使っていることがわかった。

県教育委員会は、パソコンの厳格運用を定めた安

全対策要領を６月に施行、これに併せて、１人１

台の公用パソコンが行き渡るよう配備を進め、教

育現場から私物を一掃する。 

このような全国の状況の中で、まず、当豊後高

田市の各学校の公用パソコンの充足率の現況とそ

の情報管理についてお尋ねをいたします。 

次に、第２点目でございますが、豊後高田市議

会本会議のテレビ放映についてお尋ねをいたしま

す。 

合併して新生豊後高田市が誕生し、新市建設計

画の最重点計画として、光ケーブルによる新世代

ＣＡＴＶのネットワークについての整備に取り組

まれていますが、このことに先立って、もうすで

に地域イントラネットワークは構築され実用化さ

れています。この地域イントラネットワークに新

世代のケーブルテレビがリンクされて、ＩＴによ

る地域間の格差を是正する事業であると承ってお

ります。まさに、時空短縮最先端事業と捉えてい

ます。去る市報４月号に、「超高速の光が地域を

つなぐケーブルテレビ構築事業を開始します」と

いう見出しでその概要をお知らせしていました。

その中に、自主放送ができる施設も作るように

なっているようです。このようなすばらしいＩＴ

ネットワークに市議会本会議のＣＡＴＶケーブル

テレビによる放映をすることは、議会と市民の距

離がより短くなり市議会活性化につながることに

もなります。このことにつきましては、以前、地

域イントラネット基盤整備事業に取り組んでいる

なか、去る平成１４年の６月定例会で一般質問を

いたしました経緯があります。 

大分県下では、現在本会議をインターネット中

継しているのは、大分市議会が２００４年１２月

議会から、また大分県議会は２００５年６月議会

からインターネット中継とケーブルテレビ中継両

面でも実施をしています。さらに、テレビの放送

は、ケーブルテレビ放送施設を持っている自治体

のようです。 

そこで、このＩＴネットワークの中に組み入れ

ることについて市長の所信をお尋ねをいたします。 

以上です。 

〇議長（菅 健雄君） 市長永松博文君。 

〇市長（永松博文君） 吉高議員の、市議会本会

議のテレビ放映についてのご質問にお答えをいた

します。 

 本年度から着手いたしますケーブルテレビ構築

事業は、光ファイバーを使った情報通信ネット

ワークを市内全域に敷設するもので、この事業に

より市民の一番身近な情報媒体でありますテレビ

の難視聴地域の解消、そしてまたデジタル化に伴

う難視聴地域の拡大防止、これとともに、５年後

に迫ったアナログ放送の終了にも対応することが

可能となります。 

 また、自宅のテレビを通じて、行政防災情報を

はじめとして、市からの各種のお知らせなどを市

内のどこでもご覧いただくようになります。さら

に情報化社会の社会基盤としてなくてはならない

高速情報通信が市内全域で可能となり、現状利用

できる通信サービスが地域によって現在は限られ

ておる本市にとっては、情報格差を是正し、地域

間格差のない一体的な発展が図れるものと思って

おります。 

 加えて、双方向通信を活用した安否確認などの

システムによる高齢者でも、安心して暮らせる町

づくりにも寄与できるものであります。 

 議員ご質問の、本会議のテレビ放送につきまし

ては、技術的にはテレビの自主放送チャンネルに

よる放映と、通信用を利用したインターネットに

よる放映が可能でございます。現在、県内では、

６市においてケーブルテレビによる議会のテレビ

放映が行われておるようでございまして、本市に

おきましても、ケーブルテレビによる放映を実現

してまいりたいと考えております。 

今後、実施にあたっての具体的な内容につきま

しては、議会のご意見を尊重し検討してまいりた

いと考えます。 

その他ご質問につきましては、教育長に答弁さ

せますのでよろしくお願いします。 
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〇議長（菅 健雄君） 教育長都甲桂一君。 

〇教育長（都甲桂一君） 吉高議員のパソコンに

関する情報管理と充足率についてお答えいたしま

す。 

 本市における市内の小中学校のパソコンの設置

状況につきましては、政府のe－Japan戦略に基

づき、すべての小中学校からインターネットに接

続ができ、すべての学校のあらゆる授業において、

教職員及び児童生徒がコンピューターを活用でき

る学習環境を構築するため整備を進めてまいりま

したが、平成１７年度末をもって整備を完了し、

国の教育用パソコンの整備目標である児童生徒５．

４人に１台を上回る２．９人に１台という整備状

況であります。 

議員ご質問の、教職員用公用パソコンの整備状

況につきましては、１人１台を目指して整備を進

めてまいりましたが、平成１８年４月１日現在、

臨時講師等を除いた教職員に対しては充足してい

る状況であります。 

 次に、公用パソコンの情報管理に対する教育委

員会の対応についてですが、議員ご指摘のように

ファイル交換ソフトいわゆるウィニーなどを媒介

とするコンピューターウイルスを起因とする個人

情報や機密情報の流出事件が多発し、社会問題と

なっております。教育委員会といたしましても、

このような事態を未然に防止するため、校長会等

通じまして、公用パソコンまたは、やむを得ず公

用で使用する私用パソコンへのファイル交換ソフ

トなど不必要なソフトウェアのインストールの禁

止はもちろんのこと、昨年度策定いたしました豊

後高田市立小中学校コンピューター及びインター

ネット利用規定の遵守を周知徹底をいたしている

とこでございます。 

 また、すべての公用パソコンに対しましても、

ウイルス対策ソフトのインストールをするなど常

に最新の安全対策を講じているところでございま

す。 

今後につきましても、引き続き情報流出の防止

対策に努めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） １２番吉高彰生君。 

〇１２番（吉高彰生君） では再質問をいたしま

す。 

 再質問として、私なりにＩＴ情報管理について

の情報流出防止策としての考えを提示をしてみた

いと思います。 

 まず１点目は、公用パソコンへのファイル交換

ソフトウィニーのインストールをまず禁止をする

ということ。 

それから２点目として、個人情報の入った記憶

媒体、例えばＵＳＢフラッシュメモリーなどの学

校外持ち出し禁止、パソコンを通じた個人情報の

流出は、情報を記録媒体に入れて自宅に持ち帰り、

ウィニーをインストールした私物パソコンを通じ

て流出したケースが大半のようです。これまでに、

１７件で合計約５，８００人分の児童生徒の個人

情報が流出しているそうであります。 

次３点目が、常に最新のウイルス対策ソフトを

装備するなど、そもそも情報流出はファイル交換

ソフトウィニーそのもの自体ではなくて、ファイ

ルを交換の過程で介在するウイルスの仕業です。

ウイルスがパソコンに入る前にワクチンを接種し

ておくのであります。ウィンドウズのパソコンで

あればマイクロソフト社のアップデートを自動設

定し、インストールしておくのがまず基本となり

ますが、その上にワクチンソフト、例えばマカ

フィー社やシマンテック社などをインストールし

ておくと安全であります。 

ちなみにファイル交換ソフトウィニー起動阻止

ツールという、ウィニーストッパというソフトも

あるようです。価格は１年間で１ユーザーライセ

ンス９８０円。パソコンがない以前から、特に教

職員が自宅で仕事をせざるを得ない状況は多々あ

りました。ましてやＩＴの時代です。放課後だけ

では時間が足りない場合、自宅へ持ち帰らなけれ

ば仕事が消化しきれない現実の前では、問題の全

面解決には程遠いのが現状ではないかというふう

に捉えております。そうした学校現場の特殊性を

踏まえ、しかも安全性をどのように確保していく

のか。今後の課題であります。 

当豊後高田市教育委員会でも充分なご検討を

今後もお願いをしたいというふうに思っておりま

す。 

 次に、２点目のテレビ放映についてでございま

すが、市議会本会議のケーブルテレビによるテレ

ビ放映については、リアルタイムでの実況や、録

画したものを視聴率の多い日時に合わせるとか、

インターネットによる方法でも、リアルタイムの

中継の方法、また、インターネットを使った録画

放送、オンデマンド配信の方式が考えられます。 

この方式は、日時別や時代別に議会の見たい部

分だけを好きな時間に見ることができます。テレ

ビ放映で実況か録画か、インターネットでは実況

か録画放送のオンデマンド配信の４通りと考えら

れます。問題は、どこに絞るかということになる

わけですが、その視点は、財政上から見て、ラン

ニングコストが安くて、視聴率が高いものは何か

ということから検討しなければならないというふ

うに思います。テレビによる録画放送に絞られる

のかなあとも思いますが、何しろ私は専門家でな

く素人です。どの方法がよいか、今後検討してい

かなければならないものと考えております。いず

れにいたしましても、新世代ケーブルテレビの今

後のスケジュールの工程についてお尋ねをいたし

ます。 
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以上です。 

〇議長（菅 健雄君） プロジェクト推進課長中

嶋栄治君。 

〇プロジェクト推進課長（中嶋栄治君） 吉高議

員の再質問にお答えを申し上げます。 

 ケーブルテレビ構築事業のスケジュールにつき

ましては、先日、農林水産省から交付金決定の連

絡をいただいたところでございます。これに基づ

きまして、本年度は、実施設計及び施行業者の選

定を行い、伝送路の一部につきまして工事に着手

いたします。平成１９年度は、１８年度に引き続

きまして伝送路及びセンター施設の整備を行い、

平成２０年度前半を目途にサービスを開始したい

と考えております。 

本会議のテレビ放映につきましては、このケー

ブルテレビ事業の進捗状況に併せて、先程市長が

ご答弁申し上げましたように対応してまいりたい

と考えておりますので、ご理解のほどよろしくお

願い申し上げます。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） １２番議員、再質問に対

しましてまだ答弁が要りますか。 

〇１２番（吉高彰生君） ただ今の説明で充分理

解できましたので、質問を終わります。 

以上です。 

〇議長（菅 健雄君） ２番安達 隆君。 

〇２番（安達 隆君） ２番安達 隆です。２点

にわたって質問いたします。 

まず第１点は、青果市場の存続の問題について

であります。 

私は１２月議会において、県の農林水産部が  

主導する市場の統合を断固として反対し、豊後高

田市にとって、地産地消の大黒柱である高田中央

青果市場を維持発展させるべく県当局と交渉する

ようお願いしました。その進捗状況をお聞かせく

ださい。 

 ２点目は、さらなる行財政改革に向けてであり

ます。 

 改革という言葉は、古い制度や機構を新しい時

代に適応するものに改めることですが、現在の行

財政改革は、人を減らし、給料を減らし、我慢せ

よ、辛抱せよ、一生懸命働けというふうにしか聞

こえません。当市においても、職員給与、特別職

の給与、議会費の削減が行われ、最後に残ったの

は特別職の退職金の問題であると思います。 

そう感じたのは、先般の小泉首相の記者会見で

の発言からです。日本国内閣総理大臣小泉純一郎

氏は、「私が辞める際には、退職金が７００万弱

おりるが辞退したい。全国の首長も私に倣って辞

退すべきだ」と述べました。特別職の退職金の全

廃を日本国の総理が訴えたわけです。このことが

さらなる行財政改革に向けて必要であると強く感

じます。市長の見解を求めます。 

〇議長（菅 健雄君） 農林振興課長北崎順一君。 

〇農林振興課長（北崎順一君） 安達議員の青果

市場の存続問題についてお答えをします。 

 議員ご案内のとおり、大分県は、県内を５つの

ブロックに区分し、統合整備を行うという方針で

進めておりました。平成１８年３月３１日に、卸

売市場法に基づく第８次大分県卸売市場整備計

画が策定され、公表されたところであります。 

これによりますと、当初の構想から大きく転換

した計画となっております。本計画の内容は、平

成２２年度を目標に、集荷力、販売力の強化を図

り、流通の広域化と経営規模を確保するため、市

場圏域を県全域とする市場再編整備を目指してお

ります。具体的には、大分市、別府市の２つの公

設地方卸売市場を地域拠点市場として捉え、他の

県内各市場との連携を図ることを主眼に置いてお

ります。また経営が困難な市場については、希望

する場合、平成２０年度までに統合することにな

ります。このような視点から、地域の特色ある市

場は存置することとしております。 

市といたしましては、地方市場等の意向を尊重

しつつ、県と市場との協議を見守りたいと考えて

おります。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 総務課長鴛海 豊君。 

〇総務課長（鴛海 豊君） 安達議員の行財政改

革についてのご質問にお答えいたします。 

 ご案内のように、特別職の退職手当につきまし

ては、現在のような社会機運を背景といたしまし

て、全国的に議論をされてるとこでございます。

本市におきましては、このような状況を踏まえ、

今後も県や他市の状況等を見極め、検討したいと

思います。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） ２番安達 隆君。 

〇２番（安達 隆君） 私も先般の聞き取りの後

調査をしなおすと、平成１８年３月３１日に正式

に県知事の名で第８次大分県卸売市場整備計画

というのが出され、大分、そして別府を拠点とし、

他の市場が連携していくんだというふうで決まっ

たようで、この問題は一段落したと思います。 

 ま、市場の問題、市場というのはやっぱり地域

の、高田はもう１つ高田魚市場というのがありま

すが、農業、漁業の振興のためには欠かせないも

のであります。市長は、就任以来、農業、漁業の

振興、そして地産地消を訴えています。そういっ

た中で、まだ一度も高田中央青果へ視察に来ても

らってないんじゃないかなと思ってます。どうか

一度、時間を作って視察にお出でくださるようお

願い申し上げます。 

 ２点目の行財政改革について、全国の動向とし

て、さっき鴛海課長が言われたように、各地の首

長が範を示して、自ら退職金制度の廃止に取り組
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みつつあります。まあ、いまは当市にとっての行

財政改革の本丸となってるんじゃないかというふ

うに感じるわけです。苦しい財政状況の中、当市

の行財政改革を領導されている市長が断固とした

決断をされるよう要求して、発言を終わります。 

〇議長（菅 健雄君） １１番村上和人君。 

〇１１番（村上和人君） １１番議席村上でござ

います。次の３点について一般質問をいたします

ので、よろしくお願いをいたします。 

 まず１点目でございますが、放課後児童健全育

成事業ということについて、お伺いをいたします。 

 本市においては、現在この事業を実施している

状況と、今後の取り組みについてお尋ねをいたし

ます。 

 市内には、１２小学校がございますが、そのう

ち７校がすでにこの事業を実施しております。残

り５校はまだ取り組んでないというようなことを

聞いておりますが、それぞれの学校の取り組みの

現在の状況について、また、本事業に対する経費

はどのようなふうになっておるのか。また、国、

県、市がそれぞれ３分の１負担となっておるよう

な事業で着手しておるようなことを聞いておりま

すが、どういうふうになっておるのか。 

また、この国庫事業に乗れない条件として、国

庫事業に乗れない事業に対しては、県として小規

模児童クラブと、小規模児童クラブ助成事業とい

うのがあるようでございますが、この県の事業と

しては、県が２分の１、市が２分の１という負担

で事業が成り立っておるようでございます。その

費用の一部がまた保護者から徴収することができ

るというようなふうにもなっておるようでござい

ます。 

現在、本市においては、どのような事業内容で

この事業が行われておるのか。また、今後の取り

組みについてお伺いをいたします。 

 次に、２点目でございます。農業面における地

域おこしのリーダーの育成ということについてお

伺いをいたします。 

 本市においては、農地の有効利用に伴い、集落

営農の取り組みを推進してきましたが、最近に

なって新たな動きがちょっと聞かれないようです

が、また、集落営農をやっておる事業者の中から

は、もうすでに法人化組織へと移行できた地域も

市内でできておりますが、今後この事業の推進に

あたっては、地域の将来を見据えた意欲のある

リーダーの育成がまず最も必要なことではなかろ

うかというふうに感じられております。リーダー

の育成について、その後の状況をお伺いをいたし

ます。 

 次に、地産地消に伴う今後の取り組みでござい

ますが、本市では、大規模農家の育成とそれから

小規模農家の育成ということにより、本市地域全

体の活性化を図ろうとしておりまして、大変有意

義な事業であると考えております。今後の取り組

みに大変期待をしておるところでございます。本

事業に対する取り組みと今後の推進状況ついて、

お伺いをいたします。 

 次に、グリーンツーリズムの取り組みについて

お伺いをいたします。 

 この事業については、昨年本市合併前に、それ

ぞれの市町において組織ができておるわけでござ

いますが、現在に至ってその旧合併前の組織がそ

のままつながっております。現在、市内で４グルー

プができておるわけでございますが、このグリー

ンツーリズムに対しては、過疎対策の一環として

今後大変期待できるもの、事業であると考えられ

ますが、市として今後どのように取り組み、今後

の方向付けをしていかれるのか、お伺いをいたし

たいと思います。 

次に、３点目として、ほ場整備についてお伺い

をいたします。 

 ほ場整備の推進状況についてでありますが、農

地の有効利用については、まずほ場の整備をする

ことが必要であり、いまは大型機械の利用できな

い農地においては、集落営農等の農地集積事業も

できないようなわけで、昨年９月議会において、

未整備地区や要望箇所の状況調査をするというお

答えをいただきましたが、その後の調査等ほ場整

備に対する進捗状況についてお伺いをいたします。 

なお、この質問については、昨年９月議会にお

いて質問をさせていただきましたが、その後の進

捗状況についてお伺いをしておるわけでございま

すので、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（菅 健雄君） 市長永松博文君。 

〇市長（永松博文君） 村上議員の、農業での地

域おこしリーダー育成についてのご質問にお答え

いたします。 

 平成１７年１０月２７日に経営所得安定対策等

大綱が決定されまして、この大綱の品目横断的経

営安定対策は、一定規模以上の認定農業者または

集落営農法人等の担い手に対象絞りまして、経営

全体に着目した対策に転換する内容となっており

ます。そのため、個別の認定農業者の育成と併せ

て、集落営農におけるリーダー育成を積極的に推

進しなければなりません。市の集落営農組織の中

で本年度法人化等が見込まれる６組織においては、

法人化及び営農組織の設立に必要な活動費等と

して、国のほうから集落営農育成確保緊急支援事

業を積極的に活用いたしまして、リーダー育成に

努めているところでございます。 

また、他の組織につきましても、早急にリーダー

を育成することといたしたいと思っております。 

次に、地産地消についてのお答えをいたします。 

市では、地産地消の推進と併せまして、本年度

から新たに高齢者、兼業農家、農村女性及び定年

帰農者等小規模農家が農業に従事しやすい環境整
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備に向けて多様な担い手育成対策事業に取り組ん

でおります。この事業は、県の補助事業を活用し、

小規模ハウス設置助成を、市の事業としては、カ

リスマ農家による栽培技術の指導や、シルバー人

材センターを活用した作付け準備作業援助を行い、

農産物直売所等に出荷できる体制を整備するもの

であります。また、小規模ハウス導入の事業主体

となり、生産物の販路の中心となる市内農産物直

売所連絡協議会を設立に向けて現在準備をしてい

るところでございます。 

次に、グリーンツーリズムの取り組みについて

お答えいたします。 

グリーンツーリズムは、地域の農林漁業自らの

取り組みを基本に考えていますが、新市建設計画

において、里山観光プロジェクトにおける重点施

策として位置づけ推進をすることといたしており

ます。本市では、農林漁業、農林漁村体験や食の

提供、農水産加工、産直、農泊等、多岐にわたり

ましてその受け入れ態勢やプログラムの準備、ネッ

トワーク化等をソフト面の充実が不可欠となって

まいります。こうした中で、旧市町ごとにあった

協議会を一本化し、グリーンツーリズムを推進す

るための準備組織を昨年度立ち上げました。準備

会の中で特に要望の高かったのが、農家民泊につ

いてでありまして、香々地地区を中心に６軒の農

家より要望があり、現在４軒の農家が申請の手続

きを行っております。 

すでに、取り組みを行っております田染荘の４

軒を合わせますと１０軒となり、小中学校等各種

団体の受け入れも可能となりますので、今後観光

まちづくり会社と連携し、昭和の町や他の観光資

源と合わせた商品づくりを検討してまいりたいと

考えております。 

その他のご質問につきましては、担当課長に答

弁させますのでよろしくお願いします。 

〇議長（菅 健雄君） 子育て・健康推進課長安

東良介君。 

〇子育て・健康推進課長（安東良介君） 村上議

員の、放課後児童健全育成事業についてお答えい

たします。 

 児童の健全育成の推進につきましては、常日頃

からご理解、ご協力を賜り、放課後児童健全育成

事業に取り組んでいるところでございます。近年

の少子化の進行、また共働き家庭の一般化、家庭

や地域の子育て機能の低下等、児童を取り巻く環

境は大きく変化しております。最近の子どもに対

する悲惨な事件の多発につきましても心を痛めて

いるところでございます。 

本市では、放課後児童健全育成事業といたしま

して、放課後児童クラブの育成に取り組んでおり

ます。事業内容は、学校の空き教室や旧幼稚園跡

地を利用して児童の適正な遊び場、また生活の場

を与え、放課後の児童の安全と健全育成を図り家

庭との連携を図るものであります。 

また、本事業は国の補助事業であり、国・県の

補助率は３分の２であります。補助対象の利用児

童数は１０名以上で、年間開設日数も２８０日以

上となっております。また、１日の開設時間も３

時間以上が補助要件となっております。なお、県

事業の小規模児童クラブにつきましては、現在検

討がなされているところでございます。 

本市におきましても、事業の趣旨に基づき事業

の推進を図ってまいるところであります。 

 また、本年４月１日に新規に児童クラブの立ち

上げを行い、新市では、現在７児童クラブへの事

業委託をいたしております。 

 これからも児童クラブの必要性を考え、まだ実

施していない学校区へ出向き、事業の説明を積極

的に取り組んでまいりたいと考えているところで

ございます。 

 特に小規模校におきましては、児童数の減少に

伴い募集人数が足らず、立ち上げまでには至らな

い状況でございますが、機会あるごとに放課後児

童クラブの趣旨を各学校、保護者会等に呼びかけ

ていき、これからの次代を担う児童の安心・安全

の確保に努めてまいる所存でございますので、ご

理解、ご協力をお願い申し上げます。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 農地整備課長尾形雄治君。 

〇農地整備課長（尾形雄治君） 村上議員の、ほ

場整備についてお答えいたします。 

 平成１７年第２回定例会で議員にご答弁いたし

ましたように、ほ場整備等を含む中山間地域総合

整備事業計画にあたりましては、事業の必要性や

事業効果等を調査するとともに、要望箇所、地域

の熱意、担い手などを含めた総合的な状況把握が

必要であります。現在までは、地元からの要望に

よりまして、本年１月２０日、香々地の堅来地区

でこの事業内容の説明会を開催してきたところで

ございます。 

 今後も中山間地域総合整備事業につきましては、

地元のご要望に基づき説明会を開催してまいりた

いと考えておりますので、ご理解いただきたいと

思います。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） １１番村上和人君。 

〇１１番（村上和人君） それでは再質問を行い

ます。 

 放課後児童の健全育成事業ということに対して

は、私たちもあまりよく内容がわかってなかった

わけなんですが、最近、ただ今言われましたが、

特に小学校の低学年において大変痛ましい事故が

続いております。そういうことで、現在この事業

の行われていない地区、行われている地区もそう

でしょうが、特に保護者の方にとっては大変心配

をしておられるようなところをお聞きしておりま
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す。特に、山間部に、学校から遠い山間部の子ど

もたちはですね、現在、１人や２人で帰っておる

というような状況が見受けられておりますので、

この事業を行えることによりまして、帰宅時間を

一緒にして帰られるというようなことができるん

じゃなかろうかと。そういうことになると、やは

り保護者も安心して仕事に打ち込めるというよう

なことではなかろうかと思います。 

 今後、この事業がまだ実施されていない地区に

おいては、特に香々地地区は３校あるわけなんで

すが、実施されていないということで保護者の方々

のいろんな話を聞きまして、ぜひこれはこの事業

の立ち上げをしていかなければならないなあとい

う気がいたしております。 

このことについて、まずこの実施場所ですね、

学校の空き教室等利用するのが一番いいのかなと

思われますが、まあ果たして学校のほうがそうい

う受け入れ態勢ができるのか。また空き教室あた

りを上手に使えるような指導を、市として今後

やっていただかなきゃならんというふうに考えて

おりますが、市としてのそういう具体的な方向付

けに対してもう一度お聞きしたいと思います。 

それと、グリーンツーリズムの取り組みについ

てでございますが、グリーンツーリズムに対して

は、現在、県組織として大分県グリーンツーリズ

ム研究会と、これはＮＰＯ法人として立ち上げて

おりますが、この中で、日本修学旅行協会という

のがございます。ここを窓口として、先程市長さ

んが言われましたが、修学旅行生の受け入れをし

ようということで、いま県下４地区に分けて、東

西南北に分けて組織を作っておりますが、この修

学旅行生の受け入れをしようということで、本市

もすでに今年の１０月に第一弾の修学旅行生を受

け入れをしようやというようなことを方向付けを

いたしまして、いまそのことについて取り組みを

しているようなわけでございます。 

特に、皆さんご存知のように、グリーンツーリ

ズムと言えば大分県安心院というようなことで今

まで話を聞いていると思うんですが、まあ本市に

ついては安心院よりもはるかに地理的な条件等は

優れておるんじゃなかろうかと、私たちは自分で

そう思っておるわけなんですが、本当に海と山を

活かした本市独自の個性あるそういうツーリズム

を立ち上げていかなければならんというふうに考

えております。 

また、修学旅行生の受け入れも、現在では修学

旅行生とは言わず、教育旅行という形で我々も

ツーリズムの中では呼んでおるわけで、現在の学

生にとっては、本当の農村の姿を充分感じ取って

いただき、今後の自分の人生の中に大きな糧とし

てつながっていくんじゃなかろうかというような

希望の下に、この事業を立ち上げておるわけでご

ざいます。そういうことで、本市としては、やっ

ぱしそういうことの受け入れをする態勢を今後充

分協議をしながら、前向きな本市独自のツーリズ

ムを作り上げていきたいというふうに考えており

ますが、市として具体的なお考えがあればもう一

度お伺いをしたいと思います。 

それと、次に、ほ場整備の問題でございますが、

これは、本当に大変な事業でございまして、資金

面等についても、これは簡単にいかないところが

多いわけなんですが、基盤整備がまあできてない

ということになると、その地域はもう本当に農地

が荒れ、そして農地が荒れるだけで済むかという

と、農地が荒れる、そしてその地域はやがて集落

が、農地の荒れるのと共になくなっていってしま

うと、こういうことが非常に懸念されております。

まあ現在でも市内数箇所において、山間部におい

ても農地がしっかりしておる地域は、その地域が

非常に活性化しておるというふうに見受けられま

すが、農地が荒れてくると、その地域はやがてな

くなるんじゃなかろうかと。すでにもうなくなり

つつある集落もあるわけなんですが、もうそうい

うことで、まずほ場整備をし、その地域を生き残

らせる、そういう取り組みをするためには、今後

のこの事業に取り組む大きなこれは決意が必要

じゃなかろうかというふうに考えております。 

昨年９月議会で私はこのことをちょっと触れま

したが、ただ今、整備課長の返答をいただきまし

たが、昨年の言葉とほとんど一緒なんで、何の進

捗状況も見られないというふうに感じ取れました

が、これは、事業に対しては、いま、中山間地総

合整備事業は、現在市内で旧真玉町の臼野地区で

いま、今年度事業としてまだやられるわけなんで

すが、これは、本当に中山間地総合整備事業とい

うのは、手を挙げてすぐできる事業ではございま

せん。やはり国の認定を受け、その事業に入れる

までには、遅くても３～４年、あるいは４～５年

もかかるわけでございます。こういうことで、臼

野地区の溜め池の改修等もいまその事業でやろう

というふうになっておりますが、この事業の取り

組みについて、香々地、旧香々地地区においては、

中山間地総合整備事業に取り組む前提として、

香々地町農村基本計画というのを立ち上げており

ます。まずこの基本計画がなければこの事業の採

択はできないというふうに聞いており、その取り

組みをしてきたわけなんですが、その後、昨年９

月以降、この整備事業に対する地域の説明会、そ

れをもつということで、市としては方向付けをす

るという約束をおそらく議会でしておると思うん

ですが、昨年からずっと私はこの問題に対して、

市役所のほうにはだいぶ問いかけてきましたが、

残念ながら動きがないということで、しびれを切

らしてやっと今年の２月に１回の説明会ができた

というようなことで、このままいくと、また１年

経ってもおそらく進展はしないんじゃなかろうか
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というふうな気がいたしております。 

そういうことで、今後の取り組みについて、具

体的なひとつ方向付け意見をお聞きしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（菅 健雄君） 農林振興課長北崎順一君。 

〇農林振興課長（北崎順一君） 村上議員の再質

問にお答えいたします。 

 先程市長が申し上げましたとおり、グリーン

ツーリズムの取り組みにつきましては、自主的な

活動に非常に期待をしております。しかし、今後

市といたしましても、田染荘を中心に、合併によ

りグリーンツーリズムの範囲が非常に拡大いたし

ました。そういう意味で、今後景観等を最大限活

かしたグリーンツーリズムの事業に取り組んでい

きたいと考えております。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 子育て・健康推進課長安

東良介君。 

〇子育て・健康推進課長（安東良介君） 再質問

にお答えいたします。 

 放課後児童クラブの開設場所につきましては、

学校空き教室、それから幼稚園跡地等が望ましい

というふうに考えております。具体的に立ち上げ

に至りましたときに、保護者会とも協議をいたし

まして、本市といたしましても指導的立場で取り

組んでまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いします。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 農地整備課長尾形雄治君。 

〇農地整備課長（尾形雄治君） 村上議員の再質

問にお答えいたします。 

ほ場整備や農道整備等の農業農村事業を推進

する上で、受益者の同意が必要となりますし、ま

た受益者負担も伴ってまいります。そういうこと

で、市といたしましても、熱意がある箇所しか実

施できないというふうに考えておりますので、ご

理解いただきたいと思います。 

〇議長（菅 健雄君） １１番村上和人君、これ

でいいですか。 

〇１１番（村上和人君） はい、最後です。 

 それでは、再々質問をお願いいたします。 

 いま、これはほ場整備のことですが、熱意のあ

るところしかその事業ができないと。これはもう

充分分かっておるわけです。熱意があるところし

かできないことは分かっとるんですが、ほいじゃ

あどうしてそれこの事業を伝えていくのか。とこ

ろの地域の人はですね、何も分からないわけです。

どうすればそういうことができるのか。今までの

事業に対してはですね、補助率がおそらく１０パー

セント以上の事業、これは旧香々地のことに関し

てですが、そういう事業してきておりますが、こ

の中山間地総合整備事業というのは、これは国・

県・市で、国がおそらく５５だったと思うんです

が、国・県で８５パーセントの補助率です。これ

で市が後１５パーセントという事業なんで、この

事業を取り入れることによって、これはほ場整備

ができるかできないかということがこれ言えるわ

けで、いまほ場整備の問題を地域で出すと、とに

かく農地からはなかなか収入がないのに、ほ場整

備をしてそんな負担金は出せないというところが

もうほとんどのようなんです。そういうことで、

事業説明もしなくて、熱意があるかないかは私は

分からんと思うんです。だからいま言われたよう

にですね、熱意があるかないか、まず地元に出て

行って説明会をもち、そして充分なこの事業に対

するこの要件を話をすれば、それからあるかない

かが分かるんであって、まあ昨年９月一般質問を

してから、一度もおそらく香々地の地区には、他

の、堅来以外には説明会もってないと思うんです。

そういうことで、熱意があるかないかというのは、

おそらく分からないと思いますので、今後は、そ

の状況、どういうふうなことをすればこの事業に

乗れるんだということを説明をしていただくよう

な方向で取り組んでいただきたいというふうに思

います。 

強く要望いたしまして質問を終わらせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（菅 健雄君） 暫く休憩いたします。 

午後は１時から会議を再開いたします。 

     午後 ０時０５分 休憩 

     午後 １時００分 再開 

〇議長（菅 健雄君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 １０番明石光子君。 

〇１０番（明石光子君） １０番明石光子でござ

います。通告に基づきまして一般質問を行います。 

まず、はじめに環境問題についてお尋ねをいた

します。 

 ５月３０日、多くの市民参加の下に開催された

ごみゼロ豊後高田推進大会の講演で、水俣市のご

み減量とリサイクルの取り組みが紹介されました

が、環境に対する水俣市の女性パワーに感動した

のと同時に、改めてごみの減量化とリサイクルの

大切さを学びました。循環型社会の構築が叫ばれ、

地球にやさしい環境づくりが世界規模で進められ

るなかにあって、本市も環境問題に対する市民の

関心が年々高まっております。そこで、ごみの減

量化対策について６点質問をいたします。 

１点目は、昨年平成１７年度にごみゼロ豊後高

田作戦として多くの市民参加の下、「ごみゼロス

タンプラリー事業」や「昭和の町エコマネー事業」、

「昭和の町打ち水大作戦」などの環境美化運動や

環境負荷低減の事業に取り組まれてきましたが、

平成１８年度の取り組み予定はどのようになって

いるのか、お伺いいたします。 

 ２点目は、エコマネー事業についてですが、平
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成１６年度から始められたこの事業は、市民の関

心も高く、エコ券を手にした方の中には、エコマ

ネーとして利用できる利点もさることながら、や

はり自分の住んでいる町の環境美化に少しでも貢

献していきたいという思いで活動しているという

お話をお聞きして、市の様々な取り組みが市民の

環境に対する意識啓発につながってきていること

を実感しております。 

そこで、平成１６年度と平成１７年度の実績と

平成１８年度の見込みについてお聞かせください。 

 ３点目は、マイバッグの利用状況についてはど

のように把握しておられるのか、今後の対策につ

いての見解をお聞かせください。 

 ４点目は、家庭用生ごみの減量化についてです

が、可燃ごみの中でも、水分を多く含む生ごみの

処分が大きな課題ではないかと思います。 

 市長が提案理由説明の中でも触れておられるよ

うに、ごみゼロ市民宣言の今年度重点目標の１つ

が、家庭の生ごみ処理ということでもありますの

で、生ごみの減量化に対する取り組みをお聞かせ

ください。 

５点目は、資源回収推進団体の申請状況と、今

年度の当初予算額についてお尋ねいたします。 

６点目は、大分市が６月１日からスタートさせ

たごみ減量預金制度は、市民のごみ減量に対する

意識を高めるのに大変具体的な取り組みだと思い

ますが、本市でも実施するお考えはないのか、お

尋ねをいたします。 

次は、公共施設美化の里親制度の導入について

ですが、全国的に環境美化運動が推進されるなか

で、ユニークな取り組みをしている自治体があり

ます。美化に携わる団体を里親、公共施設を養子

とみなして、行政と里親の間で活動区域や活動内

容などを明記した合意書を取り交わすそうです。

養子の対象になるのは、公園や道路、市が管理し

ている公共施設で、活動団体に対して市は美化活

動に必要な清掃用具を支給し、ボランティア活動

保険の掛け金を負担して支援を行うとしています。

地方財政が一段と厳しさを増すなかにあって、い

まは、行政がすべての面倒を見る時代ではなく、

市民と行政が一体となって、いかにまちづくりを

進めるかが大きな課題だろうと考えます。市民の

善意と活力を行政の一環に活用するため、こうし

た里親制度を導入するお考えはないか、お尋ねを

いたします。 

次は、教育問題について２点お尋ねいたします。 

１点目は、食育の取り組みについてです。 

食育は、赤ちゃんからお年寄りまで例外なくす

べての人が係わる生活の基本です。現在の食をめ

ぐる状況は、各世代で様々な課題を抱えておりま

す。特に、育ち盛りの児童生徒の中には、朝食を

抜く子どもが増え、肥満の低年齢化など食生活の

乱れからくる様々な弊害が社会問題となっていま

す。 

そんな中で、平成１７年７月には食育基本法が

制定され、食育を国民運動として取り組む機運が

高まってきています。毎年６月を食育月間として、

さらに小中学生の食に関する意識を高めるために、

学校栄養教諭の配置なども進められています。当

市教育委員会としては、学校における食育教育に

ついては、どのようにお考えでしょうか。 

私の調査では、学校栄養教諭が配置されてない

のは、九州では大分県だけのようですが、食育の

環境整備のためにも、ぜひとも関係機関に働きか

けをしてほしいと願うところです。 

また、子どもたちに食に対する関心を深めさせ

るための１つの方策として、市が主催するイベン

ト、例えばそば祭りの際に、早食い競争ではなく

て粉からそばを打ったり、おむすびを上手に握る

コンテストなど企画したらいかがかと思います。 

それから、最近よく「早寝・早起き・朝ごはん」

という言葉を耳にします。望ましい子どもの基本

的な生活習慣として以前から提唱されてきた言葉

ではありますが、特に朝食と学力との関係が指摘

をされている今日、その数値があれば教えていた

だきたいと思います。 

２点目は、児童生徒の安全対策についてです。 

杵築市など近隣で中学生の連れ去り未遂事件が

発生し、子どもたちはもとより、保護者にも不安

の声があがっております。先日、高田中学校では、

防犯ブザーを全校生徒に配布したという記事が新

聞に載っていましたが、他の中学校の状況はどの

ようになっているのか、お聞かせください。もし、

未配布の学校があれば早急に配布すべきと考えま

す。 

それから、小学校にはすでに配布されています

が、ブザーの所持状況の調査や、有事のときにす

ぐ使えるよう日ごろからの訓練は実施されている

のでしょうか。 

また、携帯電話の所持状況と、今後の学校安全

の取り組みについても、併せてお尋ねいたします。 

次に、火災警報器の設置についてお尋ねします。 

消防法の改正に伴い、火災警報器の設置が義務

付けられました。新築については本年６月着工分

からで、既存の住宅は５年以内とされています。

消防庁によると、平成１７年の住宅火災件数は、

前年度比０．４パーセント増の1万８，７６９件、

放火、自殺者を除く死者は、１７．８パーセント

増の１，２２３人と発表しています。本市では、

昨年の火災発生件数は何件あったのかをお尋ねい

たします。 

既存の住宅に対する設置については、５年以内

という猶予があると同時に、特に、罰則規定もな

いだけに、なかなか思うように設置も進まないの

ではないかと考えますが、火災予防のためには、

特に市営住宅や民間のアパート等の集合住宅への
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設置は、いち早く取り付けるよう指導すべきと思

いますし、火災を未然に防ぐためには、市を挙げ

て設置に向けて啓発を進めてほしいと考えるとこ

ろです。 

また、新聞報道では、一部の市町村では、警報

器設置に補助制度を設ける動きもあるような報道

がされていますが、本市の見解をお伺いいたしま

す。 

最後は、高齢者対策の介護予防事業について質

問いたします。 

高齢者が身体機能を日ごろのトレーニングなど

によって維持し、できる限り介護に頼らず元気に

生活できるよう支援する介護予防システムが４月

からスタートいたしました。 

この介護予防は、軽度の要介護者を対象にした

新予防給付と、介護保険の対象外と判定された高

齢者が要介護状態になるのを防ぐ、地域支援事業

の二段構えの構成となっていますが、それぞれ関

係課での取り組みの概要と２つの事業を合わせた

平成１８年度の予算額、新予防給付の対象者と非

該当者は現在何名いらっしゃるのか、お尋ねいた

します。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 市長永松博文君。 

〇市長（永松博文君） 明石議員の、ごみ減量化

対策についてのご質問にお答えをいたします。 

 私はこの１年、市政の基本理念に「融和、活力、

健康」を掲げ、その実現に向けて各種施策に取り

組んでまいりました。その中でも合併により、旧

市町の枠組みをなくし、市民の融和、一体感の醸

成を図ろうと昨年７月から１１月までの５ヶ月間、

豊後高田市ごみゼロスタンプラリーと題しまして、

市内の５箇所の景勝地で、市民の皆さんと共に清

掃活動を行ってきたところでございます。 

 第１回目は、香々地の長崎鼻でありました。あ

いにくの雨となりましたけれども、多くの市民の

方々が参加をされ、雨の中で熱心に清掃活動を

行っていただいた姿を拝見いたしまして、深く感

謝するとともに、大きな感動を覚えたところでご

ざいました。その後、実施いたしました昭和の町、

花いろ、尾鷲海岸、若宮八幡の４箇所におきまし

ても、朝６時からという朝の早い清掃活動にもか

かわりませず、多くの市民の方々のご協力をいた

だいたところでございます。また、スタンプラリー

にも多くの方々のご応募をいただき、参加してい

ただいた方々のアンケートでは、来年も続けてほ

しい、すばらしい事業だったという意見をいただ

いております。 

これらを踏まえまして、本年度につきましても、

昨年度の清掃活動に加え旧市町のさらなる一体感

を図るために、全市民を挙げて国道２１３号線一

斉クリーンアップ大作戦を開催することといたし

ております。 

提案理由説明でもご説明申し上げましたように、

ごみのない清潔で美しい豊後高田市をつくるため

５月３０日のごみゼロの日として開催したごみゼ

ロ豊後高田推進大会では、市民の皆さん方ととも

にごみに対する問題や改善点を再認識していただ

き、ごみはもらわない、ごみは渡さない、ごみは

出さない等を目標に、総合的なごみゼロ運動への

取り組みを決意したところでありまして、また、

大変な多くの市民の方々のご参加をいただいたと

いうことに、非常に感謝をいたしております。 

また、これまで実施してまいりましたごみ減量

化やリサイクルの意識の高揚を目的とした昭和の

町エコマネーや、環境への負荷低減を目的とした

昭和の町打ち水大作戦、キャンドルナイトキャン

ペーンなどの事業につきましても、昨年に引き続

き積極的に取り組んでまいります。 

今後は、マイバッグ運動と家庭の生ごみの減量

に向けた施策を積極的に取り組んでまいりますの

で、市民をはじめ、議員各位のさらなるご支援と

ご協力を賜りたいと思っております。 

 その他のご質問につきましては、教育長並びに

担当課長に答弁させますので、よろしくお願いし

ます。 

〇議長（菅 健雄君） 教育長都甲桂一君。 

〇教育長（都甲桂一君） 明石議員の、教育問題

２点にわたりますご質問にお答えいたします。 

 まず最初に、食育の取り組みについてでござい

ますけれども、食は人間が生きていくうえでの基

本的な営みの１つであり、心身ともに健康な生活

を送るためには、健全な食生活が欠かせないもの

です。しかしながら、近年、食生活を取り巻く社

会環境の変化などに伴い、生活習慣病などの健康

上の諸問題や、食環境の乱れ等様々な問題点が浮

き彫りになってきました。 

このような状況の中、平成１７年７月に食育基

本法が制定されました。この基本法の中に、栄養

教諭制度の創設が謳われており、大分県でも来年

度、学校に栄養教諭の配置する計画の中で、今年

度、食に関する指導の実践研究校に高田中学校が

指定され、児童生徒への個別的な相談指導のあり

方や、児童生徒への教科特別活動等における指導

のあり方等の研究課題に取り組みを始めたところ

であります。 

また、以前から、１月下旬の給食週間では、学

校栄養職員による各学校での食育の指導も行って

おり、高田中学校の取り組みを他校の実践にも広

げていきたいと考えています。 

また、食育を国民的な運動にするため、６月を

「食育月間」、１９日を「食育の日」として定め、

食に対する関心を国民に喚起していますが、本市

では、児童がそば打ち体験をしたり、残滓を肥料

として使用した植物栽培の取り組み、さらに家庭

科での調理実習等、食に関する様々な体験を行っ
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ています。 

議員ご指摘の、イベント等についても関係機関

と協議してまいりたいと考えています。 

次に、朝食と学力の関係ですが、昨年度実施さ

れた基礎基本定着度調査の報告書には、朝食の摂

取と教科学力の関係を示した結果があり、それに

よりますと、教科学力の成績を３段階に分けると、

上位層では児童の９４．５パーセント、生徒の９

１．９パーセント、下位層では児童の８２．９パー

セント、生徒の８２．１パーセントが朝食を毎日

食べており、約１０パーセントの差が出ています。

これらのアンケート結果から、朝食の摂取や、早

寝、早起き等基本的生活習慣と教科学力には相関

関係があることが分かりました。この結果を受け、

教育委員会といたしましても、各学校に対し、児

童生徒に基本的生活習慣を身に付けさせるよう指

導したところでございます。 

さらに、毎年各学校を回っての家庭教育学級を

開催しており、本年度は、真玉小学校で開催して

いますが、第１回の講座では、学校栄養士を講師

に食の講座を開催したところであり、学校と家庭、

地域が連携して児童生徒の食の指導に取り組んで

いく所存であります。 

次に２点目の、児童生徒の安全対策についてお

答えいたします。 

先月、杵築市で下校中の女子生徒がナイフやス

タンガンで脅かされ、連れ去られそうになった事

件が発生しました。また、その前日にも、小１の

男児の手首をつかんで車に乗せようとしたが、男

児がとっさの判断で防犯ベルを鳴らしたため、走

り去ったという事件も起こっています。 

このように、不審者に遭遇したとき、防犯ブザー

が有効に働いた事例です。 

平成１７年第１回定例会におきまして、議員か

らのご指摘をいただき、当時の小学生全員に防犯

ブザーを持たせる指導を行いました。現在、当時

の６年生が中学２年生となっており、中学３年生

を除けば全員持っていることになります。 

先日、防犯ブザーを持っているかの調査をした

ところ、電池切れや、なくしたりした生徒もいま

した。また、真玉小学校では、卒業時に学校へ防

犯ブザーを返却しており、真玉小学校卒業生は

持っていないことがわかりました。高田中学校や

香々地中学校は、新たに全員に購入しており、他

校の持っていない生徒については、防犯ブザーを

携帯させる方向で検討してまいりたいと考えてい

ます。 

また、とっさのときに使用できるよう、不審者

情報を学校が受けるために、防犯ブザーを携帯し

ているかの確認や、その使い方の指導を行ってい

るところであります。 

先日の新聞に、児童の携帯電話の所持をどうす

るかといった記事が載っていましたが、本市の児

童生徒の携帯電話の校内での所持については、全

小中学校で原則禁止を取っています。特に事情の

ある子どもについては、学校と保護者が協議した

うえ所持させています。 

いま、児童生徒が狙われています。学校は安全

といった神話はすでに崩壊しており、スクールガー

ドや地域教育ネットワークの活動を通して、地域

の目、保護者の目で児童生徒を守っていきたいと

考えておりますので、議員各位におかれましても、

ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 環境課長水江義和君。 

〇環境課長（水江義和君） 明石議員の、ごみ減

量化対策についてお答えいたします。 

昭和の町エコマネー事業につきましては、ごみ

減量化やリサイクル運動など、環境負荷低減を目

的に、平成１６年度から旧豊後高田市で取り組み

を始め、本年度で３年目の取り組みとなります。

このエコマネーは、地域で実施していただいてる

ボランティア清掃活動やごみ減量化、リサイクル

活動等の、現金では評価しにくい善意に対し、市

内だけで通用する独自の価値基準を定め、別の

サービスと交換できるというものでございます。 

 平成１６年度と平成１７年度の実施期比較でご

ざいますが、市民の方々に発行いたしましたエコ

数は、平成１６年度は３４万６，１４０エコ、平

成１７年度は、５１万４，２８０エコで、約１．

５倍の増となっています。平成１８年度計画につ

きましては、９８万２，０００エコを見込んでお

ります。 

次に、マイバッグの利用と、家庭生ごみの減量

化の取り組みでございますが、ごみ減量化を取り

組む上でマイバッグを利用し、レジ袋を受け取ら

ない運動は重要な取り組みであると認識していま

す。旧豊後高田市、旧真玉町におきましては、平

成１３年度に全世帯にマイバッグの無料配布を

行ってまいりましたが、残念ながら浸透していな

いのが現状であります。 

また、家庭から出る生ごみの減量化の取り組み

でございますが、可燃ごみのうち生ごみの占める

割合が大きく、また処分に当たりましても水分を

多く含むため、処分効率も悪く、ごみ減量化を取

り組む上での課題であると思っています。 

このような、日常生活により排出されるごみの

減量化を推進するにあたり、市民の幅広いご意見

をいただくため、各種団体や市民の代表による豊

後高田市ごみ減量化推進懇話会を設置してまいり

ました。懇話会では、ごみの減量化に向けた提言

をいただくことにいたしておりますが、特にマイ

バッグ運動と家庭の生ごみの減量化につきまして

は、いろいろな方法がありますので、その中で充

分な議論をいただきたいと思っております。 

次に、豊後高田市資源回収推進団体の取り組み
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状況でございますが、平成１７年度の登録活動団

体は２７団体あり、古紙類２６５．３５トンの資

源回収が行われ、リサイクル化が図られました。

本年度は、５月号の市報にて募集を行い、５団体

の新規登録があり、３２団体となったところでご

ざいます。 

回収団体に対する補助金といたしまして、平成

１８年度当初予算額２１０万円を計上いたしてお

ります。 

次に、大分市が取り組んでいますごみ減量預金

制度でございますが、市民１人当たりのごみ排出

量やごみ減量化により節約された経費などを表示

するごみ減量預金ボードの設置を行い、市民に公

開しているものでございます。また、ごみ減量化

方策や、ごみ処理経費の削減で生み出された財源

の使い道のアイディアの募集を行うなどの取り組

みが行われています。 

本市におきましても、市民に減量化の取り組み

が分かりやすく、市民意識の啓発につながる取り

組みを検討してまいりたいと考えております。 

次に、公共施設美化の里親制度について、お答

えいたします。 

公共施設美化の里親制度につきましては、市が

管理する公園や道路、河川、空き地等の公共の場

所を子どもにみたて、里親となってくれるボラン

ティアとの間で養子縁組を行い、市と里親との役

割を明確にし、できる範囲で自主的に気軽に清掃

美化活動等を取り組むことが特徴で、環境美化里

親制度またはアダプト制度と言われています。 

この取り組みにより町等の美化効果のみならず、

まちづくりへの共同意識や地域への愛着、誇りも

育まれるなどの波及効果が生まれる取り組みと言

われています。 

本市におきましては、平成１６年度より、旧豊

後高田市からクリーンアップ運動支援事業として、

この制度と類似事業を取り組んでいます。この事

業は、市民５人以上で組織する団体の申請により、

公園、広場、道路、河川、港湾等その他公共の場

所を自主的に年２回以上３年間継続して空き缶や

たばこの吸殻等の収集、ごみのポイ捨て防止の指

導及び啓発活動、その他、環境美化に関する活動

を行う団体に対し、軍手、ほうき、ちりとり、火

バサミ、収集用ごみ袋等の清掃用具の貸与により、

市が支援する事業であります。これまで１７団体

の申請をいただき、それぞれの地域におきまして、

清掃活動等を取り組んでいただいております。 

今後におきましても、本市のクリーンアップ運

動支援事業の推進を図ってまいりたいと思います。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 消防長安藤義文君。 

〇消防長（安藤義文君） それでは、明石議員の

火災報知機の設置についてお答えします。 

 平成１７年の豊後高田市における火災件数は１

８件でございます。そのうち、住宅火災は８件で、

全焼は４件でございました。 

 消防法施行令の整備に関する政令が平成１６年

１１月に施行され、住宅には住宅用防災機器、こ

れがご質問の火災報知器であります。この火災報

知器の設置が義務付けられ、条例により住宅防災

機器の設置及び維持に関する事項が定められたわ

けでございます。 

 新築住宅については、本年６月１日から設置が

義務付けられています。また既存住宅については、

５年間の経過措置が設けられて、平成２３年５月

３１日までに設置するよう義務付けられておりま

す。 

住宅に設置する住宅用防災機器の種類には、警

報器と報知設備の２種類がございます。この２種

類の違いでありますが、警報器につきましては、

電池式で作動します。報知設備は家庭用電源で作

動させるものでございます。 

次に、市営住宅や民間などの共同住宅での防災

機器の設置についての取り扱いでございますが、

まず、これは消防法施行令で面積などにより規制

がされておりますが、警報器設備についての、規

制対象外の共同住宅等につきましては、この一般

住宅と同じ取り扱いとなっております。 

警報器等の設置場所につきましては、寝室、そ

れから寝室に通ずる階段部分などに設置すること

になっております。また、火災発生の恐れのある

と認められる部分につきましては、警報器等の設

置について努力していただきますようお願いして

いるところでございます。 

次に、子育て家庭、それから低所得者への購入

補助などでございますけれども、市からの措置は

今のとこございません。 

それから、機種につきましては多種ございます

が、住宅に設置する警報器は、概ね８，０００円

程度が目安でございます。 

それから、種類でありますけれども、煙式と熱

式警報器があります。寝室、階段につきましては、

煙式警報器が義務付けられております。それから

居間などにつきましては、熱式警報器でも良いと

いうことになっております。台所につきましては、

熱式警報器の低温式感知器の設置がより効果的

であります。 

 住民の皆様への周知につきましては、市報への

掲載を行い、土木事務所、市民課などにおいてパ

ンフレット等の配布をしているところでございま

す。また、火災予防週間中に、各事業所に文書配

布等で啓発行動を行っておりますが、住宅用防災

機器の設置につきましては、市民の生命・財産を

守るため、さらなる啓発推進を今後も引き続き

行ってまいりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

以上です。 
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〇議長（菅 健雄君） 保険年金課長小野俊久君。 

〇保険年金課長（小野俊久君） 明石議員の、高

齢者対策についての介護予防事業の概要及び新予

防給付についてお答えします。 

 まず、新予防給付につきましては、平成１８年

４月施行の介護保険法改正により新たに位置づけ

られたもので、その内容は、介護認定で要支援１、

２と認定された方のサービス給付に係るものであ

ります。 

その予算につきましては、介護予防サービス等

諸費として２億９，４８９万９，０００円措置さ

せていただいております。 

 また、本年度において認定された要支援者等の

人数は、６月２日現在、要支援１で５６人、要支

援２で６５人、非該当者が４人となっております。

要支援者につきましては、今後増加するものと見

込んでおるところです。 

次に、介護予防事業は、日常生活に何らかの援

助を必要とする高齢者が、心身の状態が悪化、ま

たは要介護状態に陥ることのないよう援助するた

めに実施する事業です。 

内容につきましては、介護予防特定高齢者事業

と介護予防一般高齢者事業とに分類され、通所ま

たは訪問により、要介護状態等への予防や軽減及

び悪化の防止を目的として取り組みを行います。 

特定高齢者につきましては、基本健康診査にお

ける基本チェックリストで生活機能の低下が見ら

れる方や、要介護認定で非該当者になった方、医

療機関等より連絡のあった方、訪問活動で生活機

能の低下が心配される方等が候補者となります。 

なお、具体的な事業につきましては、関係課よ

りご説明いたします。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 福祉事務所長大園栄治君。 

〇福祉事務所長（大園栄治君） 明石議員の、高

齢者対策について、福祉事務所所管の介護予防事

業につきましてお答えいたします。 

 介護予防事業の一般高齢者施策事業といたし

ましては、地域介護予防活動支援事業、予算額７

６万１，０００円、これは一般高齢者の介護予防

に必要な活動や地域ぐるみの活動に助成する事業

です。 

 介護予防高齢者施策評価事業、予算額４２万４，

０００円で、高齢者の心配事相談と指導事業を実

施しております。 

次に、特定高齢者施策事業といたしましては、

高齢者生きがい活動支援通所事業、予算額１，１

０５万５，０００円、これは閉じこもり防止、自

立助長に必要なデイサービス事業で、利用者負担

額１回当たり７００円であります。また、生活管

理指導事業、予算額１７５万９，０００円、これ

は、日常生活や家事に対する支援、指導、相談の

ためのヘルパー派遣事業で、利用者負担額１時間

２１０円であります。 

次に、食の自立支援事業、予算額１，０４５万

で、高齢者で食事の支度が困難な方への配食、安

否確認を行う事業であります。利用者負担額一食

３００円で実施しております。 

福祉事務所所管の介護予防事業は以上であり

ます。今後も関係機関と連携しながら、高齢者福

祉事業を実施してまいります。 

以上であります。 

〇議長（菅 健雄君） 子育て・健康推進課長安

東良介君。 

〇子育て・健康推進課長（安東良介君） 明石議

員の、介護予防事業についての子育て健康推進課

が所管する介護予防事業についてお答えします。 

 一般高齢者施策は、６５歳以上のすべての高齢

者を対象に、生活機能の維持向上を図ること等を

目的に、高齢者の要望等に応じた健康教室を開催

しており、花いろ元気アップ講座、保健栄養教室、

地域介護予防活動支援事業などに１８０万６，０

００円を予算措置しております。 

特定高齢者施策といたしましては、まず、各地

域を巡回して実施しております基本健康診査の折

に、６５歳以上のすべての方を対象に運動器の機

能向上、栄養改善、口腔機能の向上、閉じこもり

予防、認知症予防、うつ予防の２５項目からなる

基本チェックリストを自己記入していただき、そ

れぞれの項目の判定基準に従って、特定高齢者の

候補者を選定します。さらに、基本健康診査の結

果等を踏まえて、特定高齢者を決定し、ケアプラ

ンに基づいた介護予防サービスを提供し、状態の

悪化を防ぐものであります。 

 いま現在、基本健康診査が終了している真玉地

区において６１名、香々地地区においては１１１

名が特定高齢者の候補者と見込まれており、特定

高齢者施策事業費として１０３万９，０００円の

予算措置をいたしております。 

心身ともに健やかで明るく毎日を過ごすために

は、個人に合ったきめ細やかな事業が必要であり、

関係機関と連携を取りながら事業実施していきた

いと考えておりますので、ご理解のほどをお願い

いたします。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） １０番明石光子君。 

〇１０番（明石光子君） それでは再質問をいた

します。 

 環境課長にお尋ねしたいのは、日常生活から排

出されるごみの減量化を推進するために、市民の

意見を聞く懇話会を設置したという答弁がありま

したけども、懇話会のメンバーは何名で、代表者

はどのような立場の方たちなのか。例えば主婦の

方も入っておられるのか、その点が１つと、もう

１点は、マイバッグ運動と家庭の生ごみの減量に

ついては、いろいろな方法があるので懇話会の中
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で議論していただくということでしたけども、環

境課としてはどのような方法があるとお考えなの

か、お尋ねをしておきます。 

〇議長（菅 健雄君） 環境課長水江義和君。 

〇環境課長（水江義和君） 明石議員の再質問に

お答えいたします。 

 豊後高田市ごみ減量化推進懇話会の人員及び

どんな団体の代表者かということでございますが、

人員は１３名で構成されております。各種団体か

らの委員をお願いしてますが、豊後高田市自治会

連合会より会長と副会長４名、豊後高田市地域婦

人団体連合会より会長、副会長２名、豊後高田市

ボランティア協議会の会長１名、豊後高田市女性

の会会長１名、豊後高田商店街連合会より代表の

方１名、財団法人大分県建設業協会青年部の代表

の方１名、主婦の方代表２名、それと行政から助

役が１名出て、計１３名となってます。 

 それと今後のマイバッグと生ごみの取り組みで

いろいろな方法があるが、環境課としての考え方

ということですが、特にマイバッグの取り組みに

つきましては、市民一人ひとりの方の認識により

取り組むことが非常に重要だと考えてます。今後、

各種団体等あらゆる機会において、マイバッグの

利用をお願いし、啓発活動の展開を図っていきた

いと考えております。 

特に、先程岡部議員のご質問にお答えいたしま

したが、職員の取り組みですが、ぜひ職員も率先

してマイバッグを利用してマイバッグ運動を広げ

ていきたいと考えております。 

それと生ごみの処理の方法ですが、いま環境課

では、コンポスト、ぼかし、ダンボールコンポス

トなどの取り組みが考えられますが、特に、生ご

みは、自然に還す取り組み、処理方法が最適じゃ

ないかと考えているところでございます。 

これらの取り組みにつきましては、今後この懇

話会の中で議論をしていただき、方法等を検討し

てまいりたいと思います。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） １０番明石光子君。 

〇１０番（明石光子君） 防犯ブザーの件ですけ

ども、真玉中学に配布をされてないということで

すので、真玉中学校に早急に配布をしていただき

たいということをお願い申し上げて、質問終わり

ます。 

〇議長（菅 健雄君） １７番後藤龍太郎君。 

〇１７番（後藤龍太郎君） １７番後藤龍太郎で

す。それでは一般質問をさせていただきます。 

 豊後高田市行政改革大綱の中の１つ、香々地保

育所、三重、羽根へき地保育所の統廃合と、民間

移譲について。 

２つ目、消防団の見直しについて、この２点に

ついて質問いたします。 

 ２点目の消防団の見直しについては、午前中行

われました近藤今朝則議員の質問と重なるところ

もありますが、なるべく重複しないように努力し

ます。 

 それでは、１つ目の香々地保育所、三重、羽根

へき地保育所の統廃合についてであります。 

 現在、香々地保育所に３０人、三重へき地保育

所に１２人、羽根へき地保育所に２２人の児童が

入所しています。 

この３つの保育所のうち、三重、羽根両へき地

保育所をなくし、香々地保育所１箇所にするよう

に聞いております。保護者や地域の人に充分な説

明をし、理解をしてもらっているのでしょうか、

お尋ねします。 

 ２つ目は、消防団の見直しについてであります。 

 消防団は、地域住民の安全・安心を確保するた

め、欠くことのできない組織だと思っています。

しかし、消防団員のサラリーマン化などにより、

昼間に活動できる消防団員数が減少しています。

そこに行政改革で消防団員の削減をしたら、地域

防災力の低下は必然だと思います。特に、本部よ

り最も遠い地域である香々地地区の防災力の低下

は著しいものがあると思われます。 

３月定例会の川原議員の一般質問のときに、団

員の削減については、地域性等を考慮し、消防団

幹部と充分な協議を行いながら進めると消防長は

答弁しております。このことについて、見解を求

めます。 

以上です。 

〇議長（菅 健雄君） 福祉事務所長大園栄治君。 

〇福祉事務所長（大園栄治君） 後藤議員の、行

政改革大綱の保育所の統廃合等についてお答えい

たします。 

 議員ご承知のように、平成１７年度から平成２

１年度の５箇年における行政改革大綱を本年３月

に策定したところであります。この大綱の中の保

育所の統廃合につきましては、全国的に少子化、

公立保育所の運営費補助金の一般財源化により、

保育所運営は益々厳しくなっておりまして、統廃

合、民営化が進んでいる状況でございます。 

 本市におきましても例外ではなく、昨年度かつ

ら保育園定員６０名を廃止し、城台保育園へ統合

したところであります。今年度は、行革大綱に基

づきまして、三重へき地保育所、羽根へき地保育

所を廃止し、香々地保育所へと統合するように

なっております。 

したがいまして、今後は幼児期から集団保育を

通し、社会性及び創造性を育み、安全な保育環境

の確保を図るため、保護者の理解を得るように説

明会等を開催するように考えています。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 消防長安藤義文君。 

〇消防長（安藤義文君） 後藤議員からの消防団

の見直しについてお答えをします。 
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 消防団の見直しにつきましては、先程近藤議員

にお答えしたとおりでございますが、後藤議員ご

指摘のとおり、特に香々地地区につきましては、

消防本部から遠いと、遠隔であるということで、

特にそういう地域性を考慮するなかで現在、消防

団幹部と充分な協議を行いながら、なるべく減ら

さないような状況で進めているところでございま

すので、よろしくご理解のほどお願いします。 

 以上であります。 

〇議長（菅 健雄君） １７番後藤龍太郎君。 

〇１７番（後藤龍太郎君） それでは再質問いた

します。 

 保育所の件でございます。三重、羽根両へき地 

保育所とも保育料は４，５００円で、保護者は立

地的にも経済的にも大変助かっていると聞いてお

ります。また、保護者の間では、何の詳しい説明

もなく、一方的過ぎると怒りの声を表わす人もい

らっしゃいます。 

 へき地保育所の設置基準である入所児童数１０

人以上を両保育所ともクリアしております。また、

次世代育成支援対策交付金が国より支給されてお

ります。それなのに、なぜ三重、羽根へき地保育

所を廃止をしようとするのか。現行どおりでいい

のではないかと思いますけど、もう一度見解を聞

かせていただきたいと思います。 

 それから消防の件でありますけど、香々地地区

旧香々地町では、昼間の火災の時は、役場の職員

を含め、役場で働く消防団員が初期消火に尽力し

てまいりました。それが合併により、また人事異

動により、香々地庁舎で働く職員数が減り、昼間

に活動できる消防団員数は減少しております。 

 現在の香々地庁舎の職員で１つの分団を作って

初期消火に務めてもらったり、また、大分県がい

ま進めております消防団員確保緊急対策事業で、

機能別消防団員や機能別分団を導入することをし

ながらの消防団員削減を今後していただきたいと

思います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

〇議長（菅 健雄君） 福祉事務所長大園栄治君。 

〇福祉事務所長（大園栄治君） 後藤議員の再質

問にお答えいたします。 

 議員ご承知のように、三重へき地保育所につき

ましては、現在の位置に、平成５年に老朽化のた

めに建て替えておりまして、現在１２名というこ

とですけども、今後、少子化の影響で１０名を切っ

てくるという状況、併せて羽根へき地保育所につ

きましては、昭和４２年に神社の土地を無料借地

して建てられまして、施設は３８年が経過してお

りまして、老朽化しているというふうに聞いてお

ります。 

それら先程申し上げましたように、少子化や公

立保育所の運営費補助金の削減等、公立の保育所

につきましては、運営が厳しくなってるという状

況から、行政改革大綱の部分で決定をいただいた

というふうに考えておりますので、早急に保護者

の理解を得りますように、説明会等を開催し理解

をいただきたいというふうに考えておりますので、

是非ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 消防長の答弁が必要です

か。 

〇１７番（後藤龍太郎君） いや結構です。 

〇議長（菅 健雄君） １７番後藤龍太郎君。 

〇１７番（後藤龍太郎君） じゃ保育所の件に関

しましては、急がなくてゆっくりと統廃合を考え

ていただきたいと思います。 

最後に市長にお伺いしますけど、県は合併によ

る周辺部対策をいろいろ推進していますが、本市

では、周辺部の切り捨てが行われているのではな

いかと思うこともあります。財政厳しいなか、各

種団体等の補助金、助成金の減額や削減はいたし

かたない場合もあろうかと思いますが、子育て支

援や住民の安全・安心に関することは、充分な配

慮があってしかるべきだと思いますけど、いかが

お考えでしょうか、見解を求めます。 

〇議長（菅 健雄君） １７番議員に申し上げま

す。 

 通告時にない質問ですので、執行部のほうの答

弁ができませんのでご了承願います。 

議事を進めます。 

〇１７番（後藤龍太郎君） 議長ちょっといいで

すか。ほんならいまのは要望にして終わりたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

〇議長（菅 健雄君） ２０番川原直記君。 

〇２０番（川原直記君） ２０番川原直記でござ

います。通告に基づきまして大きく２つの質問を

いたしたいと思います。 

第1問として、子育て支援策について何点かお

尋ねいたします。 

２００５年の合計特殊出生率が１．２５と、統

計を取り始めて最低の率となっています。なかな

か歯止めがかからない状況になっております。 

 県におきましても、出生者数が１万人割をして

しまいました。その中で、当市も子育てに関して

熱心に取り組んで、行政と地域が一体となって諸

施策を講じていることに敬意を表します。しかし

ながら、まだまだ、現実に子育てをしている家庭

にとっては、共働き等に伴う子育ての負担は大き

なものがあると言えましょう。その中におきまし

て、保育料の問題があります。 

現在、国の基準ににらんで、７階層に保育料が

なっております。特に３歳児未満を見てみますと、

１階層ごとに約１万円弱の違いがあります。これ

は月額であります。年額にしますと、最高１７万

円ほどの違いがあります。特に第４、第５は、所

得税の６万４，０００円をはさみまして、６万４，
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０００円未満と以上で年間１２万９，６００円の

違いがあります。どこかに区切りをつけなければ

なりませんが、所得税が年１，０００円違って約

１３万円の保育料の差はあまりにも大きいと思っ

ています。年の所得で言えば1万円違いです。仮

に１０万円違ってもまだ３万円ぐらいの余裕があ

る、まあ単純計算でありますが。せめてもう少し

きめ細かく階層を区切ることはできないか、そう

いう特に所得税を支払って子育てしている階層の

方々に配慮をすることで、少しでも余裕のある気

持ちで子育てを応援したいものであります。ぜひ

新年度に間に合う改正を、検討をお願いしたいと

思っております。 

 次に、市内に産婦人科が現在ありません。これ

は、市内ではほとんど産声を聞けないということ

であります。全国的にも減り続けていますし、大

都市でもある日突然閉鎖となる病院もあるとのこ

とです。市内にも以前は何箇院かありましたが、

時代とともに閉院しています。 

 妊婦さんにとりましては、隣接した市外にお願

いするしかないわけでありますが、そこで市内に

もそうした開院予定等や計画があるか、お聞かせ

願いたいと思っております。 

 また、同時に、小児科も入院等を要する急病や

重病の場合、市内にはそういう医療機関はないと

思っております。そうした医療に対する格差を少

しでもなくなる施策を県に要請していただき、検

討して欲しいと思いますが、その辺を伺いいたし

ます。 

 次に、子どもの安全等に関することでございま

すが、防犯パトロールの現状と対策ということで

お聞きします。 

現在、小中学校を中心にスクールガード、セー

フティパトロールなど、３種類ぐらいの地域の皆

様のボランティアによる会を結成していただいて

います。日頃の取り組みに対しまして頭の下がる

思いであります。日本社会の現状を見ましても、

まだしばらくそういう方々のお力を借りなければ

ならない。少し以前までは考えられない社会になっ

ています。 

 その中で、特に大きな声は聞きませんが、自家

用車等でパトロールされている方々も、特に防犯

パトロールなどは、夜１２時ぐらいまで活動して

いただいてるそうであります。 

 現在高騰しています原油に伴う燃料代等も、年

を通じますと高額になることでしょう。今後長く、

また新しい方に入っていただくためにも、少しで

も負担を減らしていただける方法はないのでしょ

うか、お聞きいたします。 

 それから、次に、市民の交通対策ということで

あります。 

先日も、たまたま通告の後、新聞等の報道に載っ

ていましたが、交通弱者や地域の公共交通網につ

いて質問します。現在、地方バス会社による路線

が各地区を結んでいますが、廃止になる話があり

ます。事実でしょうか。もし廃止になる場合は、

どの路線なのか。また、その代替方法は何かある

のかお聞きします。 

 昨年１２月に、県と合同で復活しました大分空

港の県北リムジンバスの運行状況、特に高田から

の乗降客等の数がはっきり分かりましたら、皆さ

んにお知らせ願いたいと思いますし、今後の動向、

また補助金等が全体像などを市民の皆様に詳しく

説明をお願いいたします。 

 以上で１回目の質問です。 

〇議長（菅 健雄君） 市長永松博文君。 

〇市長（永松博文君） 川原議員の市民の交通対

策についてのご質問にお答えいたします。 

 本市管内の路線バスのうち、上真玉、都甲、田

染系統の路線につきましては、地域の生活バス路

線の位置付けから、運行事業者に対しまして助成

を行い、その路線の維持を図ってまいりました。

しかしながら、どの路線も乗車率は極めて低い状

況にあり、費用対効果の面から見ても、見直しが

必要であることから、廃止の議論がなされている

ことでございます。 

 本市といたしましては、現在、これらを代替す

る地域交通体系を検討しておりまして、また、併

せて、市内で運行しております患者輸送車などの

地域交通手段や既存路線がない地域の公共交通

対策を含めて、市全体としての新しい公共交通

サービスの検討をいたしております。 

新しい地域交通サービスにつきましては、第１

回定例会の提案理由でも申し上げました、地域交

通会議を今月中に設置し、新たな交通体系につい

ての協議、決定を経て、地域住民の方々の生活路

線の確保に向けての疎漏のないように進めてまい

りたいと考えております。 

 その他のご質問につきましては、教育長並びに

担当課長に答弁させますので、よろしくお願いし

ます。 

〇議長（菅 健雄君） 教育長都甲桂一君。 

〇教育長（都甲桂一君） 川原議員の防犯パト

ロールの現状と対策ということで、スクールガー

ド及び教育振興モデル事業の取り組みについての

ご質問にお答えいたします。 

 ご案内のように、昨年の広島、栃木の小１児童

の殺害、さらには、先の秋田における小１児童の

殺害等，昨今児童生徒の登下校中を狙った痛まし

い事件、事故が相次いで発生し、深刻な社会問題

となっております。また、県内においても、先程

明石議員に申し上げましたような事件が起こるな

ど、児童や生徒を狙った不審者による連れ去り未

遂事件も頻繁に起こっております。 

 このような事件、事故の背景には、地域の急速

な過疎化や少子化、また地域コミュニティの希薄
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化といったさまざまな要因が考えられております。

かつては、地域に多くの子どもたちがいて、互い

に支え合いながら登下校を行っていましたし、地

域の大人たちが日常の一部として声かけ、見守り

を行うことで、恒常的に安全・安心を確保するこ

とができておりました。 

 しかし、現在では、少人数の子どもたちが身を

守るすべもなく事件、事故に巻き込まれてしまう

ケースが多くなり、痛ましい限りであります。 

そこで、県教育委員会の指導を受け、昨年度各

小学校に、また今年度は各中学校にスクールガー

ドを設置し、登下校中の児童生徒の安全を守る取

り組みを行っております。 

小学校には約３００名、中学校には約１５０名

の地域の方々や保護者にスクールガードをお願い

し、特に１人で下校する児童生徒の通学路を中心

に、散歩したり、車でのパトロールをすることを

通して、児童生徒の安全に気をつけていただいて

おるところでございます。また、市内に２名のス

クールガードリーダーを配置し、週に３回程度市

内をパトロールしていただき、学校との安全に対

する情報交換を行ってきています。 

このようなスクールガードリーダー及びスクー

ルガードの取り組みは、県主導で設置しましたが、

今年度は小学校分のスクールガードリーダーの謝

金やスクールガードの保険料は市より助成してい

るところであります。 

 一方、各学校ではスクールガードの方々との対

面式を行い、巡回のコースや順番を決め、安全指

導の徹底を図っています。また、児童生徒に対し

ても防犯教室を開催し、危険から自分の身を守る

指導も併せて行っており、一斉下校や教職員によ

るパトロール等も並行して実施しております。 

 加えて、生涯学習課においても、昨年度から県

教育委員会の補助事業であります地域教育振興モ

デル事業の指定を受け、地域総参加での子育ての

まちづくりを目差しているところでございます。 

具体的な取り組みといたしましては、新市の中

での旧市町における中学校区単位で、地域の公民

館を拠点とし、公民館長等が校区の相談員となる

ことで、家庭・学校・地域の３者の調整役となり、

連携・協力を促すものであります。 

 一例といたしましては、地域の健全育成市民会

議の会員を中心に、警察・自治会・ＰＴＡ・老人

会等と連携・調整を図るなかで、学校が作成した

児童生徒の通学路におけるハザードマップを基に

それぞれ各自が啓発用の帽子を着用し、車両用の

ステッカーを張り、登下校の時間帯を中心に犬の

散歩や健康ウォーキングの際における声かけ、車

両での巡回パトロールを実施し、児童生徒の登下

校時における通学路の安全確保に取り組んでいま

す。 

 このように、地域保護者をはじめとした多くの

方々のボランティアに支えられ、市内では大きな

事件も発生していませんが、今後とも児童生徒の

安全に対するご指導、ご協力をお願いする次第で

あります。 

 教育委員会といたしましても、学校教育、社会

教育の枠を越えた二重三重の取り組みにより、次

世代を担う当市の子どもたちが、安全で安心して

健やかに成長できる教育のまちづくりに向け、不

審者情報があれば直ちに各園、学校、警察及び関

係機関に連絡を取るための連絡網の徹底、月１回

の校長会においても情報交換を行うなど、さらな

る取り組みを進めていきたいと考えています。 

 なお、現在の深刻な状況時のみの一過性の取り

組みにするのではなく、継続した家庭・学校・地

域全体で行う息の長いボランティア活動として定

着をするように進めてまいりたいと考えています

ので、ご理解くださいますようお願い申し上げま

す。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 福祉事務所長大園栄治君。 

〇福祉事務所長（大園栄治君） 川原議員の保育

料基準額についてお答えいたします。 

 保育料の基準額につきましては、国の基準額の

７５パーセントで設定しており、市が２５パーセ

ントを負担しております。 

 なお、現在の各階層別の入所園児数の状況につ

きましては、第１階層は来園者がいません。第２

階層９６名、第３階層９８名、第４階層１３０名、

第５階層８５名、第６階層３５名、第７階層８名、

計４５２名となっております。よろしくお願いし

ます。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 子育て・健康推進課長安

東良介君。 

〇子育て・推進健康課長（安東良介君） 川原議

員の産婦人科医院等の問題についてお答えします。 

 我が国の出生数は減少の一途をたどり、少子化

が急速に進んでおります。厚生労働省が発表した

人口動態統計によりますと、出生数は２００４年

度には約１１０万人と、３０年前と比較し約半分

に減少しております。その背景として、晩婚化や

未婚化による出生力の低下などさまざまな要因が

あげられております。 

このような中、産科医療を取り巻く環境は大変

厳しく、少子化による経営難に加え、昼夜を問わ

ない過重労働等により、産科を志す医師の減少が

あり、深刻な問題となっております。 

 本市の状況といたしましては、分娩を取り扱っ

ている施設はなく、妊婦は市外の産婦人科医院等

を受診し出産している状況で、合併後の平成１７

年度中の出生数は１５５名であります。 

誰もが安心して子どもを産み育てられる環境づ

くりは大変重要なことであり、関係者と対応を協



６月１３日 

 - 38 - 

議しておりますが、出生数自体が少ないこと、ま

た、全国的な産婦人科医師の減少により大変難し

い状況でありますので、ご理解のほどをよろしく

お願いいたします。 

 次に、小児科における救急医療体制についてお

答えします。 

小児医療を取り巻く環境も産科医療と同様に、

少子化を背景とした医師数の減少等により大変厳

しい状況となっております。 

 本市の状況につきましては、常勤の小児科の医

師が１名、二次保険医療圏域となります宇佐、高

田保険医療圏では４名おり、各医療機関とも現体

制の中で救急時の対応についてご協力いただいて

いるところでございますが、対応が困難な場合は、

中津市や別府市の医療機関へ依頼している現状で

す。 

 このような中、地域の実情を踏まえた効果的な

小児救急医療体制のあり方を協議する場として、

二次保険医療圏域ごとに県・市・医師会・小児科

医・内科医などで組織する小児救急医療地域推進

会議を設置し、協議を行ってきたところでござい

ます。 

 地域で安心して子育てができる環境づくりは、

子育て中の保護者の方にとって大変重要であると

の認識に立ち、今後、協議会を通じ引き続き協議

してまいりたいと存じますので、ご理解のほどを

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 市民課長河野三男君。 

〇市民課長（河野三男君） 川原議員の防犯パト

ロールについてお答えします。 

 まず、市内における犯罪状況の推移についてで

ございますが、刑法犯は平成１５年３０１件、平

成１６年２８４件、平成１７年１９３件と、年々

減少しています。平成１８年につきましても、５

月末までで７３件と、昨年比では減少している状

況となっています。 

 近年における犯罪内容につきましては、車上狙

いや万引き、器物破損などで、その中でも特に車

上狙いが多いのが特徴となっています。県内各警

察署管内における発生率におきましても、当市は

特に少ない状況でございます。このことは、安全

で安心なまちづくりのために日夜警察、防犯協会、

関係団体をはじめ、ボランティアで組織されてお

ります仏の里セーフティーパトロールによる夜間

のパトロールやスクールガードによる登下校のパ

トロール、また、学校安全パトロール、子ども連

絡所設置、地域安全ニュースの月１回の発行など、

各関係者や関係機関の皆さんのご尽力の賜物だと

思っております。 

 また、市所有の全公用車には「子どもたちは安

全ですか」のステッカーを張り、日常業務の中で

も防犯意識の向上を図っているところであります。 

 特に、夜間のパトロールといたしましては、毎

月第３金曜日の夜に防犯協会をはじめ、各団体等

の連携によるたまり場補導や公園、遊戯施設、深

夜のコンビニエンスストア等のパトロールを行っ

ているところでございます。 

これからも市内における安全・安心なまちづく

りの一層の環境づくりを警察・関係団体・地域の

方たちと連携しながら進めてまいりたいと思いま

す。 

 なお、助成策につきましては、ボランティア精

神のもとで活動していただいておりますので、ご

理解をお願いいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） プロジェクト推進課長中

嶋栄治君。 

〇プロジェクト推進課長（中嶋栄治君） 市民交

通対策についての県北空港リムジンバスについて

お答えをいたします。 

 大分空港と県北地域を結ぶ公共アクセスは、平

成１６年３月３１日に大分交通によるバス運行が

廃止されて以来、空白状態にあり、県北地域にお

けるアクセス整備が課題となっておりました。 

 このような状況の中で、平成１７年１２月２７

日から平成１８年６月３０日まで大分空港国際化

等利用促進期成会が運行主体となり、代行北部バ

スにより６ヶ月の実験運行という形で再開される

ことになったものであります。 

 ４月までの利用状況は、毎日６往復、延べ１，

５００便運行し、１便当たりの乗客は２．５人で、

延べ３，７４４人に利用されております。そのう

ち本市管内での利用は延べ１，０４２人となって

おり、概ね全体の２８パーセントを占めておりま

す。 

７月以降の運行につきましては、本路線が大分

空港と県北地域を結ぶ唯一の公共アクセスであり、

空港の利用客増、企業誘致や観光振興に資するも

のとして必要があるとの観点から、これまでの実

験運行とは別に、県・関係市・大分空港ターミナ

ルで予算措置を講じて、平成１９年３月まで継続

することとなったものであります。 

 本市といたしましても、運行の趣旨を踏まえ、

利用客増加に向けた広報、宣伝活動を強化したい

と考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） ２０番川原直記君。 

〇２０番（川原直記君） ただいま皆さんにお答

えをいただきましたけど、初めのですね、保育料

の問題ですが、先程後藤議員の答弁の中にもあり

ましたように、現在ある保育園でも廃園に向かっ

て考えているなかで、なかなかそういったお一人

おひとりの保育料のことまでは行き届かないかも

しれません。しかしながら、国の基準の７５パー
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セントで設定しているということで、概ね全国的

にこういった金額になっとるんだと思いますが、

先程私が申しましたように、１，０００円の所得

税の違いで年間１２、３万円の差があるというこ

とにつきまして、もう少し配慮のある方法は取れ

るのではないかと考えておりますし、こういう段

階じゃなくてこういった６万４，０００円、１６

万未満、４０万８，０００円という所得税におき

まして計算の方法もあるのかなと思っております

ので、ぜひともですね、そういった階層数の多い

とこでございます。第４、第５というのは。ぜひ

今後、市内で子育てするために、より良い、より

子どもの産み育てやすいという環境を考えるなら

ば、そういった方法も大いに考えていただきたい

と申しておりますし、来年度は、また定率減税の

今まで２０パーセントが１０パーセントになりま

すし、その階層にあてはまる人も出てくるのでは

ないかと思っております。 

また、その次の年は定率減税がゼロになるとい

うことでありますので、ぜひともそういったこと

までお考えいただきまして、子育てに関してもう

少し市の熱心さを皆さんに訴えてもらいたいと思

いますし、進出企業等で若い世代も増えるのでは

ないかと思っております。高田の町が、市が「昭

和の町」ということで売り出しております。ぜひ

ともそれと相伴って、子育ても本当に昭和の時代

のように産み育てやすいんだということをアピー

ルするためにも、そういう保育料のこともありま

しょうし、産婦人科等のこともあります。 

 これは、一番近いとこは宇佐市でありましょう

が、宇佐市におきましても私立の医院でございま

す。いつどういう事情で閉院になるかも分かりま

せん。特にこの問題は１市だけでできる問題では

ないと思いますが、将来的には、国が大きな責務

を抱えるようなことになろうかと思っております。

小児科の医院につきましても、県のそういった２

４時間態勢の小児救急医療に対しまして、市も大

いに働きかけていっていただきたいと思っており

ます。 

 それから、防犯パトロールの現状と助成策につ

いてということであります。 

これも先程申しましたように、沢山の方が嫌々

やっとるんじゃなくて、本当に皆さんお気持ちで

動いていただいておりますし有り難いことだと

思っております。何回も申しますように、行財政

改革におきましていろんなものをカットするなか

で、そういったものに助成はできないかもしれま

せんが、子どもを守る安全ということを考えます

と、各種いろんな福祉基金等の使い方もそういっ

た意味では考えられるのではないかと思っており

ますので、ぜひともその辺も考慮していただきた

いと思っております。 

 それから、定期バスの運休は、ただいま言った

３路線が乗客乗車率が少ないということで、代替

に市のコミュニティバス等を考えておるというよ

うなご答弁でございました。昨年から私も１、２

回質問させていただきましたが、ぜひとも効率的

な運行のできるそういった市民の足を確保してい

ただきたいと願っております。 

 それから、最後に、県北の空港リムジンバスで

あります。ただいま課長から説明がありましたが、

高田からの乗車が約１，０００名ということでご

ざいます。本年当初予算で確か２００万円のこの

空港リムジンバスについて予算が計上されており

ました。高いか安いかは、皆さんそれぞれの判断

でございましょうが、乗車数を確保したい、何と

か観光のまちに結び付けたいという熱心さも分か

りますし、そういったものがあることを望んでお

りますが、１６年の３月廃止に民間バスが踏み

切った時点である程度の答えはあったのかも知れ

ません。これは一応来年の３月までの続けでとい

うことでございますので、またその時どういった

状況になるかは分かりませんが、皆さん方の努力

によりまして、極力乗車率が上がるのを願ってお

りますが、どうしても低い場合は、また地域の路

線バスの廃止を考えますと、なかなか継続も難し

いのではないかなと思っております。 

 ただ今何点か質問いたしましたが、そういった

子育てに関して、いま、保育料の問題、それから

産婦人科、小児科ということにつきまして、特に

市長のお考えがありましたらご答弁をいただきた

いと思っております。質問は終わります。 

〇議長（菅 健雄君） 市長永松博文君。 

〇市長（永松博文君） それでは、まず保育料の

話から、国の基準の７５というのは、どこもとい

うことでありませんで、これは高田独自の設定で

ありまして、市として２５パーセントをもちましょ

うと、それで父兄の方々に７５パーセントしましょ

うと、そういうことで、他の市におきましては、

まだ安いところもあるかもしれません。そこのと

ころは分かりませんけれども、そういうことでご

ざいますので、どこも７５だということではない

ということは知っていただきたいと思います。 

 それから産婦人科のことなんですけれども、 

これなかなか、先程課長が言ったとおりでありま

して、非常に難しい。特に産科というのが危険も

あるというようなことの中で、婦人だけでも、な

らいいというような状況の中で、いろいろ関係の

方々とも相談をしたんですけど、なかなか難しい

状況でありますけれども、ただやはり、人が増え

ればそれだけということはあると思います。そこ

辺のものを、これからもそういうことに努力をし

ていきたいと思っておりますし、また小児科の緊

急対策なんですけど、これはうちもありませんし、

宇佐もないという状況のなかで、いま、中津にお

願いしているということであります。これも先程
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お話しさせましたように、先生方ともいろんな議

論をし、なかなか難しい状況にあるということで

あります。 

 それで、子育てをどうするかということの中で

は、やはり我々地方公共団体を預かる我々も充分

にしていかなきゃならんだろうと思っております。

また、それと同時に、少子化対策というのは、や

はり国・県・市３者でやらなきゃならん問題、特

にやはり国には期待をするということもございま

すし、我々ができる範囲はやっていきたいと、そ

ういうふうに思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） ４０番大石忠昭君。 

〇４０番（大石忠昭君） 日本共産党の大石であ

ります。私が最後になりましたが、時間いっぱい

質問をしたいと思いますので、市長は質問の要旨

に答えて、市民の理解できるように明確な簡潔な

答弁をしていただきたいと思います。 

 最初は、国政に係わる問題ですが、国会で審議

されております教育基本法は、憲法に反する２つ

の大問題があります。 

第１は、「国を愛する態度」をはじめ、２０に

及ぶ「徳目」を「教育の目標」として列挙して、

その「達成」を義務付けるという、新しい異常な

条項が入ったという問題です。これでは特定の価

値観が子どもたちに強制され、憲法１９条が保障

する思想・良心、内心の自由に反することになり

ます。 

 第２は、国家が教育内容・方法に無制限に介入

することが許されるのか。改悪案は、現行教育法

第１０条にある「教育は不当な支配に服すること

なく、国民全体に対し直接に責任を負って行わな

ければならない、行うべきものである」とあるん

ですけれども、それを「国民全体に対し直接に責

任を負って」というこの部分を削除してしまいま

した。改悪法案は教育基本法の「命」ともいえる

重要な条文をすっかり変えて、国が教育内容に対

して無制限の介入ができるようにしている。その

ために教職員をはじめ、多くの市民がこの改悪に

反対の声を揚げています。 

 市長は、教育基本法改悪阻止を関係機関に働き

かけるべきではないかと思いますが、見解を求め

ます。 

 次は、少子化対策についてです。 

 何人の方からもありましたように、日本の出生

率が５年連続で過去最低を更新する。２００５年

度の発表では１．２５パーセントとなり、大変深

刻で憂慮すべき事態であります。なぜ、このよう

に長期にわたって少子化傾向が続いているのか。 

 日本共産党はこれまでも根本的には、不安定雇

用の広がりと異常な長期労働、増税に加え、出産・

育児・教育などの経済的負担の増大、子育ての社

会的環境の悪化などがあることを指摘してきまし

た。しかし、小泉「構造改革」のもとで進められ

た新自由主義の経済路線は、貧困と社会的格差を

広げ、増税や社会保障の切り捨て、子育て世代へ

の負担と障害を一層拡大させるものであります。 

 いま、この少子化社会を克服するためには、市

長は、市だけではなくて、市と県と国が一体とな

らんといかんと言われましたが、小泉「構造改革」

を打ち破り、社会の構造を抜本的に変えていく対

策が必要です。 

市長は、豊後高田市の少子化の実態をいかに認

識をしているのか、今後の少子化対策について積

極的に取り組むべきだと思いますが、市長のその

所見をお伺いいたします。 

大分県は５月２９日、乳幼児医療費助成制度の

要項の改定に伴って、条例準則を定めたことを発

表しました。これにより、１０月からは通院医療

助成の対象年齢を３歳未満から就学前までに拡大

することになりました。そのことは評価をいたし

ますが、しかし、その一方で、これまで完全無料

であった医療費に対して、この１０月から自己負

担制度の導入を決めていることは見過ごすことは

できません。制度の後退であり、本来、さらに充

実させなければならない少子化対策、子育て対策

に逆行するものであります。子育て中の父母から

は、子どもは３歳までが一番病気にかかりやすい。

無料化の制度があってからこそ、安心して子育て

ができたんだ。これまでどおり無料化を継続して

欲しいと、切実な声が寄せられています。 

県の乳幼児医療助成制度の改定に伴い、豊後高

田市は条例改定作業に入り、９月議会にこの改定

案を提案すると思いますが、実施主体である豊後

高田市としては、全国的にも優れている自己負担

なしの助成制度を堅持し、乳幼児の保険の向上及

び子育て支援の充実になるように、一つには、３

歳未満児の通院費、就学前の入院費、食料・療養

費については、これまでどおり無料化を継続をす

ること。二つには、制度拡大となる３歳以上の通

院についても、自己負担なしの無料化を検討して

いくこと。三つ目には、県に対し、自己負担制度

の導入を中止するよう市長自身が要請すること。

この３つの点、これは少子化対策の重要な事業の

一つとして、やはり私はこの乳幼児医療費助成事

業の拡充を図るべきだと思うんですけれども、市

長の見解を求めます。 

次は、障害者対策です。 

障害者のサービス利用に原則１割の応益負担を

課す障害者自立支援法は、障害者団体や多くの国

民の反対の声を押し切って実施をされてから２ヶ

月余が経ちました。全国的には大幅な利用者負担

と相次ぐ施設からの退所やサービス利用の手控え、

あるいは施設経営を大本から揺り動かす報酬の激

減などで、予想を越えるような問題点が次々と噴

出をしております。また、新聞報道、テレビでは、
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生活を苦にした親子の無理心中事件も起きて、関

係者に大きな衝撃を与えています。 

私は、先の９月議会でも、利用料の市独自の軽

減措置を講じるべきではないかと要求をいたしま

した。しかしながら市長は、実施する考えはまっ

たく示さず、障害者に対する冷たい態度を取り続

けてきています。 

豊後高田市では、障害者自立支援法の実施に伴

い、負担が重くなり、施設を退去したり、また、

福祉サービスの利用を抑制したり、あるいはその

ような対処や抑制をしなければならないというよ

うなことを検討しているなど、市民の影響が出て

いるのではないか。どのように掌握をしてるのか。

それに対する対策はいかに考えているのか明らか

にしていただきたいと思います。 

次は、地域生活支援事業についてであります。 

福祉サービスの利用援助など、相談、支援、ガ

イドヘルパーなどの移動支援、手話通訳派遣制度

などコミュニケーション支援、日常生活用具給付

事業、小規模作業所補助金方式を見直し、３類型

の事業に編成するなど、地域活動支援センター事

業、この５つが１０月から市町村の必須事業に挙

げられておりますが、そのほか、成年後見制度利

用支援事業や市町村相談支援機能強化事業など

４つの事業についても実施することが求められて

います。 

しかしながら、豊後高田におきましては、１０

月から実施することが義務付けられているんだけ

れども，当初予算にこの地域生活支援事業につい

ては予算措置がされておりません。今回、この議

会に予算が提案されるかなと思っておりましたけ

れども、１円たりとも提案されておりません。こ

れでは市長が職務怠慢ではないかと思うわけであ

ります。なぜいまだに予算措置もしないのか。１

０月から実施するというが、どのような事業を豊

後高田市では実施する考え方なのか、市民の中に

明らかにしていただきたいと思います。 

次は、西新町の水害対策についてであります。 

旧干拓地の西新町地域では、もう海抜ゼロメー

ターであるために、市の公共下水道の雨水対策事

業で、この遊水池からポンプを設置をして、豪雨

に対してポンプ活用しておりますけれども、集中

豪雨の時では、その常設のポンプだけでは足りず、

別にポンプを何台も臨時に設置をして応急措置を

取っておりますけれども、いつどこで、どのよう

な集中豪雨が起こるかわからない。もうこの４～

５年の状況を見ましても、いろんな災害が全国で

発生しておりますが、こういう状況を見るときに、

市長は市民の生命・財産の安全を確保するために

は、この水害常襲地帯として問題になっている西

新町のゼロメートル地帯については、抜本的な水

害防止対策、防災対策が求められると思うんです

けれども、どのように今後取り組んでいくのか、

見解を求めたいと思います。 

次が、交通機関の整備充実についてであります。 

田染、都甲、真玉の路線バスがもう廃止をされ

るということがいま検討されているということが、

先程答弁でありました。市民の間では、このバス

の運転手さんが、もう１０月からこのバスなくな

りますよということをどんどん皆さんに話してる

ために、私のところにも、何人もの方から心配す

る声が揚がりました。私は、バス会社に直接電話

をかけて、どうなってるんかと聞いてみましたら、

我々としては言えないと、市に聞いてくださいと、

市の担当者に聞いてくださいということでした。

しかし、先程の市長の答弁でも、いつから廃止さ

れるかは全然なかった。 

で、これはもう全国的にも大きな問題になって

るわけなんですけれども、私がいろいろ聞いた範

囲では、これは会社の都合でなくて市の都合で廃

止しなさい、その代わりこうというようなことに

なってるんじゃないかとも思われる節もあるんで

す。よって、私も先の議会では、これはもう旦部

議員のころから議論をしましたけれども、これだ

け高齢化率が進行し、なかなか車の持たない高齢

者も多いと、バス路線の走ってないところは市民

は困るわけで、山香や安心院みたいな福祉バスを

つくれということを議論をしてきたことがありま

すけれども、この際、どうしても路線バスがなく

なる、本来ならば路線バスを確保することなんで

すけれども、どうしても廃止をせざるを得ないと

なると、それに代わるコミュニティバスを、現在

路線バスがある地域だけじゃなくて、路線バスの

走っていない地域についても、やっぱり全市民の

足を確保するということで、早急に実施をすべき

だと思うんですけれども、市長の見解を求めます。 

次は、教育問題についてであります。 

高田中学校で、今年の４月末の連休に、音楽教

室のクラリネットなど高価な楽器、１００万円す

る、相当と聞いておりますけれども、８点が盗難

に遭ったそうです。職員間でも充分な討議がされ

ていない、職員の了解も取られていないのに、急

遽、音楽教室に防犯カメラが設置されたそうです

が、職員や生徒に対してはなんら説明のない、あ

るいは了解も取れないままに、教育現場に防犯カ

メラを設置したことは行き過ぎではないかと思う

わけであります。保護者からもいろいろと批判の

声が寄せられておりますが、校長の対応に問題が

あったんではないでしょうか。禍転じて福となす

という諺がありますが、今回の楽器の盗難事故を

活きた教材にして、教員の間でも、教職員の間で

も徹底して議論をする、生徒についても、クラス

ごととかあるいは全体会でも討議をして、活きた

教材として教育的に対応をすべきだったんではな

いかと思うわけであります。 

よって、この盗難事故の内容について、その対
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応について市民の前に明らかにしていただきたい

と思います。 

次が、高齢者対策についてであります。 

介護保険制度により、手摺りの取り付けや段差

の解消など、住宅改修に１件２０万円を限度の費

用を支給する事業が実施されてきました。また、

介護保険とは別枠で、高齢者の住宅改造助成制度

も実施されています。しかしながら、いずれの事

業も申請事業であり、制度の内容に熟知していな

いと、実際に高齢者の住宅改造しても許可されな

い、助成金の恩恵を受けれない例も出てきていま

す。住宅改造が必要な高齢者には、この２つの制

度が有効活用できるように、制度の周知徹底を図

るべきではありませんか。市長の見解を求めます。 

同時に、この２つの制度が不正に乱用されてい

る例もあると伺っていますが、その１例として、

市内美和の８０歳の男性、７７歳の女性のお宅で

住宅改修をした際の工事完了後にこの制度を知り、

福祉事務所に相談したけれども、それはもう完了

後だったからだめだと断られたと。しかし、あと、

政治力が働いて、介護保険の住宅改修資金のほう

は、申請をしたら、これはケアマネージャーが申

請したら、２口分で、１口１８万ですから３６万

円の資金が交付されたと。しかし、工事前の写真

も完成写真も添付されてない、建物の所有者の同

意書など必要書類が添付されてないということも

あとでわかり、こんな不正なことで金をもらった

んではあと問題になったらということで、昨年の

６月に３６万円を返還したという事例を聞いてお

りますけれども、そういう不正な資金は受け取れ

ないということで返還したということなんですけ

れども、本来ならば、高齢者のお宅で、所得がい

わゆる適用する世帯であったらば、この住宅改造

資金についても適用される、あるいは介護保険の

改修資金についても適用されるはずなんですけれ

ども、返還をせざるを得ないようになったその顛

末について、明らかにしてもらいたいと思います。 

次は、下水道の問題ですが、市は、市民に対し

て、下水道に早くつないで欲しい、水洗化率を上

げて欲しいと協力を求めていますけれども、実際、

この下水道の供用開始地域における市営住宅で、

夏目、泉、新栄、立畑、磯町の市営住宅では水洗

化がされていない。市民には早く早くと協力を求

めながら、市の市営住宅が未だに水洗化できてい

ないということは行政の怠慢ではないかと思うわ

けであります。年次計画を作り、早急に水洗化す

べきではありませんか。水洗化率の遅れの原因と

今後の対応について明らかにしていただきたい。 

次は、公営住宅です。 

坂の上から向鍛冶屋にかけてのあの玉津団地、

倉田市長時代にあれだけ膨大な用地を購入をしま

して、もう下水道も水道管も入れました。しかし、

いまはもう竹や木が、あるいはセイタカアワダチ

ソウがぼうぼうと生えてる状況がもう何年間も続

いているわけなんですけれども、この公営住宅建

設の遅れの原因と今後の対策について明らかにし

ていただきたい。 

火葬場についてですが、先程答弁がありました

ので、改めて、進捗状況と今後の対応について明

らかにしてもらいたい。 

最後に、桂川の整備ですけれども、水取の沈橋

から上流につきましては、河川プールを設置をし

たりあるいは日本地図を描いた公園を整備したり、

あるいは花いろの近くの川の竹や木や雑草を除去

するなど、まあ何回かこう整備作業が実施された

んですけれども、もう継続性がないために、もう

すぐ１年で元の木阿弥になってしまう状況で、非

常に悲しい状況なんですけれども、あれだけ整備

して引き続きこう管理維持していけば、母なる桂

川がもっともっとこう市民の憩いの場として活用

できるんじゃないかと思うんですけれども、たと

えて、整備されたあと管理するのは楽だけれど、

あれだけぼうぼうとなれば相当予算がかかると思

うんで、地域の老人クラブなりボランティア活動

なり何らかの協力を得る方法なども得てですね、

何らかの方法でこの母なる桂川の整備を継続して

欲しいと思いますけれども、見解を求め、１回目

の質問を終わります。 

〇議長（菅 健雄君） 市長永松博文君。 

〇市長（永松博文君） 大石議員の、政治姿勢に

ついてのご質問にお答えをいたします。 

 現行の教育基本法は昭和２２年に発布され、以

来６０年近くにわたり、我が国の学校教育の根幹

をなしてまいりました。その教育基本法の一部改

正法案が、今期の通常国会において上程され、審

議されていることはすでにご案内のとおりであり

ます。現在まだ審議途中であり、一地方公共団体

の長が是非を判断することは差し控えるべきだと

考えております。 

 その他のご質問につきましては、教育長並びに

担当課長に答弁させますので、よろしくお願いし

ます。 

〇議長（菅 健雄君） 教育長都甲桂一君。 

〇教育長（都甲桂一君） 大石議員の教育問題に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 ご質問の、楽器盗難事件につきましては、４月

３０日の日曜日に教師が発見し、校長に連絡する

とともに、豊後高田警察署に通報し、校長から教

育委員会の方に連絡がありました。 

 教育委員会といたしましても、事件後直ちに担

当者を学校へ調査に向かわせ、施錠状況の悪い鍵

の取り替え等を実施したところです。 

 次に、防犯カメラ設置についてでありますが、

事件後、警察が捜査上必要ということで、校舎２

階の２箇所に設置したものでございます。その設

置にあたりましては、校長から事前に協議があり、
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期間が１ヶ月程度ということもあり、承諾をいた

しました。現在、本件につきましては捜査中でご

ざいますし、その後の件につきましても、充分こ

の事件を活かしながら、効果的な対策も講じてい

かなければならないと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 子育て・健康推進課長安

東良介君。 

〇子育て・健康推進課長（安東良介君） 大石議

員の少子化対策についてお答えします。 

 我が国の女性１人が生涯に産む子どもの平均の

数を示す合計特殊出生率は、平成１６年が１．２

９、平成１７年は１．２５と発表されました。豊

後高田市における合計特殊出生率は、平成１６年

旧豊後高田市で１．５８、旧真玉町で１．５９、

旧香々地町で１．９６となっております。全国平

均よりは幾分高いものの、本市におきまして少子

化対策が重要課題であることは変わりないもので

ございます。 

 このことから、旧豊後高田市では、平成１６年

度国の指定を受け、子育て支援総合推進モデル市

町村事業に取り組んでまいりました。新市におき

ましてもこの事業の継続を実施し、少子化対策と

して、集いの広場事業、地域子育てサポート事業

等、各種事業の充実を図り、市民が子どもを安心

して産み育てられる環境づくりに努めてまいりた

いと思いますので、ご理解のほどをお願いいたし

ます。 

 次に、乳幼児医療費助成事業の対象者拡大につ

いてでございますが、先の定例会でご答弁申し上

げましたとおり、現在無料となっている対象者に

とりましては、新たに一部負担が生じるものの、

全体的には補助を受ける対象者が拡大され、子育

て中のご家庭への経済支援につながるものと理解

いたしております。したがいまして、大分県の要

項に沿った形で制度の改正を行ってまいりたいと

考えています。 

 なお、県への要請につきましては現時点では考

えておりません。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 福祉事務所長大園栄治君。 

〇福祉事務所長（大園栄治君） 大石議員の障害

者対策について、障害者自立支援法の実施につい

てお答えいたします。 

 ４月から障害者自立支援法が施行されましたが、

新制度への移行手続きもスムースに完了し、障害

者の福祉サービスにつきましては、実施年とあま

り変わりのない状況であります。 

 なお、利用者負担につきましては、原則１割負

担に変更されましたが、所得の低い方に対しては

軽減措置が講じられていることから、利用者負担

は最小限に抑えられています。 

 また、地域生活支援事業につきましては、ご案

内のとおり障害者自立支援法で平成１８年１０月

１日より市が実施することとなった事業でござい

ます。 

 この事業につきましては、相談支援事業、地域

活動支援センター事業といった必須事業を中心に、

関係機関と協議をしながら事業内容等を検討して

るところでありますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

 次に、高齢者対策について、高齢者住宅改造助

成金についてお答えいたします。 

 在宅高齢者住宅改造助成事業につきましては、

住宅設備を在宅高齢者に適するように改造する場

合、改造に要する経費を助成し、寝たきり防止と

介護負担の軽減を図り、高齢者の福祉増進に資す

るものであります。 

 在宅介護を基本とした制度の中で、住み慣れた

自宅で快適な生活ができるようにする住宅の改造

は必要であるといえます。今後とも必要な高齢者

ニーズに応えるべき事業の推進を図るため、広報

誌等活用しながら住民周知を図ります。 

 また、県に対しましても事業の継続及び補助基

準額を拡大するよう働きかけたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 下水道課長甲斐好信君。 

〇下水道課長（甲斐好信君） 大石議員の水害対

策についてお答えいたします。 

 議員ご案内のように、新開排水路は主に農業用

水路として利用され、潮の干満を利用し、雨水、

用悪水を樋門にて排水を行っていましたが、新開

都市下水路の工事に伴い、従来の排水に加え、一

時的に暫定的に排除する目的で新開排水機場を設

置し、排水の一部を担ってきたところでございま

す。当地区は、増水・降雨時には、農用地が干潮

時になるまで、保水、堪水の機能を果たしていま

したが、近年宅地化の進展等により、保水や堪水

機能の減少がみられ、また、水路の改築に伴い、

短時間で雨水が到達するなどとなっております。

豪雨・多雨時には、現在、常設ポンプに加え、建

設業者に仮設ポンプの運転を依頼するなど、被害

の出ないよう対処しているところでございます。

当面の対応といたしましては、ポンプの点検整備

はもとより、仮設ポンプ運転依頼関係者と緊密な

連携を図りながら、雨量、水位観測情報等の活用

により迅速に対応が取れるよう努力してまいりた

いと考えております。 

 今後につきましては、地元の方々の要望もいた

だいておりますので、漸次検討しているところで

ございます。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） プロジェクト推進課長中

嶋栄治君。 

〇プロジェクト推進課長（中嶋栄治君） 交通機
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関の整備充実についてお答えをいたします。 

 地域交通対策につきましては、先程市長から川

原議員のご質問にお答えいたしましたように、路

線バスの代替を含め、地域全域での新しい公共交

通体系を検討いたしております。高齢者等の交通

弱者が利用しやすく、費用対効果の高い交通シス

テムの構築を図りたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 保険年金課長小野俊久君。 

〇保険年金課長（小野俊久君） 大石議員の高齢

者対策についての居宅介護、住宅改修についてお

答えします。 

 介護保険制度における居宅介護住宅の改修につ

きましては、住み慣れた環境の中で本人の自立や

介護者の負担軽減を図る制度であります。同一世

帯内に被保険者が複数人いる場合の住宅改修費

の支給は、国よりの通知により、被保険者ごとに

住宅改修費の支給を行うことが可能であります。 

住宅改修の支給申請は、平成１７年度までは工

事完成後の申請で良いこととなっておりました。

しかしながら、介護保険法の改正により、平成１

８年度から事前に申請することになりました。こ

のことにつきましては、居宅介護支援事業所の職

員に対して説明会を開き、周知を図ってまいりま

したが、さらに市報等で周知を行いたいと考えて

おります。 

今後とも、制度の趣旨に基づいて、高齢者が住

み慣れた環境の中で自立した生活ができるよう、

事業の推進を図ってまいりたいと思います。 

以上です。 

〇議長（菅 健雄君） 建設課長奥田秀穂君。 

〇建設課長（奥田秀穂君） 大石議員の質問のう

ち、まず最初に下水道事業について、公営住宅の

下水道接続に係るご質問にお答えします。 

 下水道供用開始地域における市営住宅数につき

ましては、高田地域の公共下水道事業及び真玉地

域の農業集落排水事業により、平成１７年度末に

おいて８団地となっております。そのうち下水道

接続が完了してる住宅は２団地となっております。

残りの６団地のうち２団地については、平成１７

年度から棟ごとに下水道接続を進めておりまして、

今年度についても計画をしてるところでございま

す。 

 今後の対策につきましては、耐用年数と各住宅

の現状を踏まえながら検討してまいりたいと思っ

ております。 

 次に、公営住宅についてのご質問にお答えいた

します。 

 城台団地建設予定地につきましては、昨年、地

元地域の意向を踏まえながら、立木伐採等をはじ

めとした環境保全対策を行ったところでございま

す。今後につきましても、これまでの草刈等維持

管理に努めていきたいと考えております。 

 また、団地建設については、これまでに開発行

為の申請に必要な書類の準備ができたところでご

ざいます。本事業の推進につきましては、多額の

事業費が見込まれるため、慎重に事業推進を図っ

ていく必要があるものと考えておるところでござ

います。 

 最後に、桂川の整備についてのご質問にお答え

いたします。 

 これまで、桂川においては立木等が繁茂し、大

雨等増水時には流水の妨げとなり、防災上の観点

から、流域住民の方々も含めて懸念されていたと

ころでございます。そのため、河川内立木伐採に

ついて県に要望を行い、今回の伐採を実施してい

ただいたところでございます。今後につきまして

は、こうした伐採を契機に、人が集まる場所や、

人と川とが接しやすい箇所等を中心に、県や河川

での活動を行う任意団体、流域住民等と協力しな

がら、市民に親しまれる桂川づくりに努めていき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 環境課長水江義和君。 

〇環境課長（水江義和君） 火葬場の建設につい

てお答えいたします。 

 岡部議員のご質問にご答弁いたしましたとおり、

これまでの火葬場建設候補地につきましては、以

前からの経緯等もあり、住民説得が難しいと判断

し、当地区の建設につきましては断念をしてきた

ところでございます。その後、新しい建設候補地

を調査し、先月、住民相談会を開催いたしました。

今後とも引き続きご理解とご協力が得られるよう

協議を重ねてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 保険年金課長小野俊久君。 

〇保険年金課長（小野俊久君） 失礼しました。 

補助金の返還についての歳入処理の件でございま

す。 

 家庭内の事情はわかりませんが、所有者の身内

の方から補助金の返還があったということで、申

し入れにより、雑入で受け入れをしているところ

でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） ４０番大石忠昭。 

〇４０番（大石忠昭君） いまじっと答弁聞いて

おりましたけど、あまりにもちょっとお粗末です

ねえ。市長以下。どうしたんですか、これではね、

市民はねえ、議会は何かということになりますよ。

市長、昭和の町、昭和の町もよかろうけどもねえ、

やっぱり私たちは市民を代弁して質問をしてるん

ですから、まともな答弁をしてくださいよ。あん

まりじゃないですか。 

 時間も制限されましてねえ、後２０何分しかな

いんですけどもね、市長、笑い事じゃないよ。真

面目に答弁してくださいよ。 
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（「真面目に答弁しよるき、簡潔に言いよんのじゃ

ないか。」の声あり） 

 副議長、がたがた言うな。あんまりじゃねえか。 

 議長、再質問をいたします。 

 教育基本法の問題について、まあ審議中でもあ

り、まあ一地方の市長として見解述べられないと

言われましたけども、この法案は今回の国会では

廃案に追い込まれますけれども、まあ与党は秋の

臨時国会で何とか成立を狙ってきますけれども、

これはですね、もう本当にこれまでの子ども一人

ひとりの人格の成長を目指す教育から、国策に従

う人間づくりをするという、まあ教育の根本目標

が１８０度転換される、もうこれは大変な問題な

んですよね。もう長く申しませんけれども。だか

ら市長自身は、この教育基本法のあの改悪の中身、

あれだけ全国的にねえ、もうかつてない闘争です

よ、これは。ね、あれだけ国民が怒りを込めて反

対運動やってるこの内容について、それだけの問

題がある法案なんだけども、市長としてこの法案

についてどのような認識なのか。これが改悪した

ら子どもたちの教育に対してだけじゃなくて、こ

れは民主主義そのものに対しても大変な問題なん

だという自覚がないのか、働きかける気持ちはな

いのか，もう１回市長の見解を求めます。 

 次は、少子化対策なんですけれども、まあ一通

りのことがありましたが、豊後高田の状況を見ま

しても、合併した後、この１年間で生まれた子ど

もは１５５人なんですよね。しかし、この１年間

で死亡した人が３３１人おります。自然減がどん

どん続いて２万６，０００を超えた人口が２万５，

０００を大幅に割っている状況なんですよね。だ

から少子化対策についてはもっともっと力を入れ

ないと、一通りのことはやったけれども、実際に

は、実際に子どもたちは生まれてないんですよ、

少なくなってるんですよ。で、その１つが乳幼児

の医療費の無料化制度をやっぱ拡充することじゃ

ないかと。だから通院について就学前まで全員す

るということは、これは私たちは評価すると。し

かし、今まで完全無料化が一部有料化になるわけ

ですね。このことについては、県下の状況を見た

ら、それまでどおり継続しようというとこも出て

きてるんですから、市長が少子化対策を本当にや

るちゅうんならそういうことができないのか、も

う１回市長の見解求めます。 

 それから、障害自立支援法について、いま課長

の答弁では、まあ事業がうまく継続できて、まあ

国が軽減制度も作ってるから、もう大した問題出

てないですよという評価なんやね。これではです

ね、国会で大問題になりましたように、我が党の

議員が追求したら、小泉首相自身は、確かに問題

だから現場の調査をさせますと、問題があれば手

直ししますとまで答弁をせざるを得ないとこまで

追い込まれてるんですよ。よってね、あなた方は

問題ないと言うけれども、実際にこの自立支援法

は実施されて２ヶ月ちょっとやけれども、また１

０月から新しい制度がまた始まるわけですわねえ。

だからさらに問題が増えるわけなんでしょ。だか

ら本当に現場の実態、豊後高田の場合、自立支援

法で影響を受ける方が１７２人おるそうなんです

けれども、その中の何人の実態をつかんで、問題

がない、スムースに移動したというような判断な

のか。実際調査した結果の答弁なのか明らかにし

てもらいたい。 

私はこの際ねえ、改めてこう１７２人の実態を

調査してもらって、問題点があればその問題点を

関係機関に働きかけて、やはり応能割制度の見直

しをやる、それから軽減制度についても抜本的に

見直しを関係機関に働きかけて、やはり障害者の

この自立支援を本物にしていくべきだと思うんで

すけれども、その辺の見解。 

 それから、全国では８都道府県、それから２５

０箇所ほどの市町村で、自治体独自の軽減政策を

とっているんですけれども、高田でも是非この何

らかの市独自の軽減策をとるべきだと思うけれど

も、市長の見解を求めたいと思います。 

 次は、西新町の水害対策について課長から答弁

がありましたけれども、実状の説明があったと、

実状認識は正しいと思うんです。しかし、今後ど

うするかについては検討検討、検討検討ではね、

災害というのはいつどこで起こるか分からない。

もう昨日もあれだけ大きい地震が起こりまして、

市民びっくりしたところなんですけれども、何が

起こるかわからん状況でしょう。特に豪雨につい

ては。だから、検討検討と言うけれども、日にち

を切ってですね、やっぱり実際に事業ができるよ

うな検討をしてもらいたいと思うんですけれども、

その辺の市長の決意、いつ頃までにはどういう形

で部下に検討させていくんだと、その抜本策を明

らかにしてもらいたいと思います。 

 それから、バス路線の廃止の問題で、先程川原

議員に対して市長が答弁しましたけども、私に対

しては、市長はもう全然知らん顔ですが、ね、答

弁になってないんですよ、これでもね。いつから

ね、バス路線の廃止がされようとしてるのか。そ

れは会社の都合なのか、市の都合なのか、これを

明らかにしてください。会社の都合やったら私た

ちにちゃんと理由言うと思うんだけどね、市に聞

いてくださいとしか言わないんですよ、会社は。

どちらなんですか。 

それは、市民の中では、運転手さんを通じて１

０月からバスがなくなりますよというのが徹底さ

れてるんですよね。ほんなら、交通何とか会議に

ついては３月に予算を組みながら、まだ一度も会

議開いてないんでしょう。やっと今から開こうと

いう段階なのに、その間に合うんですか。だから

あまりにもね、遅いと思うんです。 
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で、これまでの答弁でも、平成１８年では一部

地域でこの路線バスを走らせるということを答弁

しとるんですよ。取り組みがあまりにも遅いんで

はないかと思うんですが、市長どうですか。いつ

からバスが廃止されるということになるのか。そ

の原因は、市の都合か会社の都合なのかね。 

それから、私は早急に、現在バスが走ってない

地域についても、車持たない市民のために交通体

系を整備をすべきだという主張をしてるんですけ

れども、その点について、いや、なくなったいま

のバス路線の地域から最初に始めるというのか、

いや全市的に全部始めるというのか、それどちら

なんですか。それも政治力によってあっちじゃこっ

ちじゃということで問題になってはならないので、

この公の場で明らかにしてもらいたいんです。質

問の趣旨分かりますか。バス路線がなくなったと

ころを優先するというのか、いや、バス路線が今

までないとこも含めて全市的に一遍にやるという

ことなのか、その辺を明確にしてもらいたいと思

います。 

それから、高田中学校の盗難事故についても、

いまの教育長の答弁では、この教訓が活かされな

いと思うんです。で、資料を貰いましたけれども、

これを見ますと、柱陽小学校ではテレビやデッキ

を取られたとね。で、高田中学校については、今

度の事件が初めてみたいに書いてるけれども、私

のとこに入ってるニュースでは、去年も音楽の先

生の楽器３器が盗難に遭ったと。これも教育委員

会は届け出があって、そのときにもう指導をして

対処してるんですか。なにか個人の責任みたいに、

あなたの管理が悪いからね、質屋にそんとき出て

くるわ程度の話でね片付けて、高田中学校は次々

と新聞記事を賑わしてるけれども、悪いことは一

切載せたら困るから隠せ隠せできとるんじゃない

ですか。そういう校長の体質が、今度の新たな事

件に発展したんではないかと関係者の間では問題

になってるんです。 

よって、私が質問したように、この対処の仕方

についても、今回の事件の対処の仕方についても、

職員会議で充分議論したのか。クラスごと、ある

いは全体会議で生徒の間でも議論した結果、ね、

防犯カメラとなったんか。そうじゃないでしょう、

あまりにも一方的でしょう。そういうやり方が教

育現場にふさわしいんですか。あんた方も許可を

したと言うけれども、本当に教育委員会でも開い

て議論をしたことなんですか。そうじゃないでしょ

う。その辺の対応の仕方にやっぱ校長の独断専行

があったんではないかという批判があるんですけ

ど、それは当たってないのかどうなのか、ね。 

それから、去年の事故はどうやったのか。何が

取られたのか、今年も何が取られたのか。取られ

たために音楽の授業がやりづらい、あるいはブラ

スバンドのクラブ活動をやってるけれどもやれな

い状況があるでしょう。これいつ新しい楽器を購

入するつもりなのか、対処の仕方についても大問

題じゃないですか。その辺も明らかにしてもらい

たいと思います。 

それから、高齢者対策の住宅改修についても一

通りの説明がありましたけども、やはりこの介護

保険の住宅改修と、もう１つ一般会計の住宅改造

との抱き合わせでですね、やはりケアマネジャー

についても、徹底して有効活用できる人には有効

活用する方法をとらないと、制度がありながら制

度が使えないということが、市民にとっては実際

起こってるわけでしょう。その点についてもう周

知徹底されること。 

それから、先程課長からありました返還云々と

家族間の問題、家庭内の問題云々とあったけれど

も、実際に私が聞いた話は、先程質問したように、

その３６万もらうためには必要な書類、申請書類

に添付書類が要るわけでしょう。添付書類という

のは、着工前の写真や完成後の写真や、あるいは

実際それを事業したのはお年寄りの方なんだけど

も、その家を持ってるのは別な方が持ってるから、

別な人の所有者の同意書なども要るわけでしょう。

そういうものが付いてないのに、お金が３６万出

されとるから、これは不正なんだからということ

で戻したというふうに私聞いてるんですが、不正

支給があったということじゃないんですか。そう

いうことがやられてもいいんですか。 

でなければ、いま資料をいただいておりますけ

れども、これまで介護保険が実施されて６年にな

りますが、この間で同じような事業が１，０２３

件実施されてる。金額でも１億１，４５０万円支

給されてるわけですわね。で、同じような、これ

が不正で返すのが当たり前となると、返さなきゃ

ならんようなそういう事態もあったんではないか

ということも予測されるんですが、そんなことは

ないんですか。それが１件だけであって、それた

またまということなのか。で、返したほうが問題

なのか、いや貰っとったほうが当たり前なのか、

どっちなんですかねそれは。返したほうが正しかっ

たのか、貰ったほうが正しかったのか、ね。 

それから、領収書はなんで切ってるんですか。

この前は、いや申請してないから返したという説

明、あるいは寄附金で貰ったんだよという説明、

しかし、実際に領収書は誰が発行してるんですか。

その辺まで明らかにしてください。あまりにもず

さんではないかと思うんです。 

それから、火葬場の建設について、前回のとき

には真玉の云々とあったんです。しかも、ここで

説得をして早期着工できるように努力するとあっ

たんです。それが、もうそこを断念して新しいと

こにやるんならば、本来ならばですね、この本会

議の冒頭で、市長自身がその説明もすべきなんで

すよ、ね。中核工業団地には企業が云々というの
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は説明があったけれどもね、火葬場についてもね、

あれだけ答弁したけれども、あの真玉で皆さんに

協力を求めようと頑張ってきたけれども断念して

こちらに変わったとなればね、岡部議員も質問で

せんで済んだわけでしょう。それならね。本当に

真玉におって、真玉のことが真玉の議員も分から

んちゅうことも本当情けねえ話ですよ、これは。

そうでしょう。 

だから、今度はこの場で、前回は真玉と言った。

今度はどことなぜ言えないんですか。本当にやっ

ぱりね、その地域の市会議員の協力も得て、その

地域が本当に正しいんならね、やはり皆で協力を

求めないとできない。これはもうどこかに造らな

ければならない施設なんですから、私はかねてか

ら、用地選定委員会を設けて、民主的に議論をし

て選定すべきだという意見述べてきたけれども取

り合わんかったわけでしょう。 

今のままで行きましたら、地権者が協力してく

れないから、地権者のために遅れた遅れたという

ことになるんですよ。そうじゃないでしょう。市

長の取り組み姿勢に一番問題があるんですから、

大いに反省してもらってね、やはり議員に全面的

に公開して議員の協力を求めて、老朽化してる火

葬場の早期完成をすべきだと思いますが、もう一

度聞きます。 

それから、桂川の整備について、今後云々とあ

りましたけれども、今よりは整備をしていくと、

ね、本当に市民が広く集えるようにしていくんだ

ということを確認していいですね。そうして欲し

いと思うんですけれども。 

以上です。 

〇議長（菅 健雄君） 市長永松博文君。 

〇市長（永松博文君） それでは、私のほうから

教育基本法の一部改正法案についてのお答えを申

し上げます。 

 先程申し上げましたように、市民の方々にも賛

成論者があり反対論者がある。いろいろあるわけ

でありますので、そういうことの中で、私として

は、その判断を差し控えるというご答弁をしたわ

けです。それは変わりませんので、以上です。 

 その他については、担当課長にお答えさせます。 

〇議長（菅 健雄君） 教育長都甲桂一君。 

〇教育長（都甲桂一君） 大石議員の再質問にお

答えいたします。 

 昨年事故があったということについても事実で

ありますし、その件につきましても私のところに

連絡がありました。それから議員からご指摘があ

りました件につきましては、その置き場所が、本

人がはっきり記憶していないということもあり、

警察とも相談いたしましたけども、それを事件、

事故として扱うところまではどうしてもいかない

ということで、場所がはっきりしないということ

もありましたので、そのままになった次第でござ

いますし、その後、この事件の後、教職員が交代

で夜の１０時、１１時というように、ずっと順番

で夜学校のほうにおりまして、警備的なことをい

たしまして、今日に至ったところでございます。 

 それから、校長の件について言われましたけど

も、校長につきましては、私ところの連絡、報告、

相談等はいち早くやっておりますし、そして教育

改革の推進に努力いたしておるところでございま

すし、防犯カメラの件につきましても、管理職と

担当と相談したなかで、警察とも相談し、そして

職員会議に、職員に連絡をして設置をいたしたと

ころでございます。 

 そういうことで、教育改革を推進する、そして

また、学校経営の充実したものに取り組んでおる

ところでございますので、ご理解いただきたいと

思っております。 

 以上です。 

〇議長（菅 健雄君） プロジェクト推進課長中

嶋栄治君。 

〇プロジェクト推進課長（中嶋栄治君） 大石議

員の再質問にお答えを申し上げます。 

 現在、先程川原議員に答弁いたしました地域交

通会議につきましては、６月２４日に開催をする

予定にいたしておりまして、ここでの協議決定を

経て、いわゆる代替バス地域全域を含めた新しい

コミュニティ交通につきまして、本年１０月から

の実施を予定をいたしております。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 子育て・健康推進課長 

安東良介君。 

〇子育て・推進健康課長（安東良介君） 大石議

員の再質問にお答えいたします。 

 乳幼児医療制度、乳幼児医療費助成事業につき

ましては、先程ご答弁申し上げましたとおり、今

回の県の制度改正は、助成対象が就学前まで拡大

されることにより、全体的に見ると、保護者の医

療費負担の軽減につながるものと理解いたしてお

ります。 

 したがいまして、県の制度に沿った形で制度の

改正を行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 福祉事務所長大園栄治君。 

〇福祉事務所長（大園栄治君） 大石議員の再質

問にお答えいたします。 

 障害者自立支援法の影響につきまして、ご報告

をいたします。１７２名中の軽減を受けられた対

象の方でございますが、在宅の障害のある人につ

きましては１１名でございます。それから施設入

所の方で６４名、それから通所されている障害者

の方で２０名の方が軽減措置を受けております。 

 また、制度移行時の部分で比較をしまして、利

用時間等抑制された方が５名、それから利用時間

を増やされた方が２名、また利用料金等につきま
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しては、原則１割負担ということで、今回サービ

スを受けられる障害のある方につきましても負担

をしていただきまして、制度を支えるようになっ

ております。 

 先程岡部議員に答弁いたしましたように、市独

自の軽減策につきましては、現在考えておりませ

ん。 

次に、地域支援事業につきましてお答えいたし

ます。地域支援事業につきましては、これまで宇

佐高田圏域の支援センターが実施してきました相

談支援事業や、また一部移行する可能性のある地

域活動支援センター事業など、相手方の意向に

よって内容が変わってくる事業でありますが、今

回新しく自立支援法が施行され、制度の内容が

はっきりしない点もありまして、あるいは、既存

の施設としても方向性を決めかねているといった

状況から、現在関係施設等と協議をいたしており

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

次に、高齢者住宅改造助成金についてでござい

ますが、高齢者のニーズに応えるべく関係課と連

携を図りながら、広報誌等活用し、住民周知を図

りながら、効果的な事業が推進できるように努力

をしてまいりたいと思いますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） プロジェクト推進課長中

嶋栄治君。 

〇プロジェクト推進課長（中嶋栄治君） 先程答

弁をいたしましたときに、地域交通会議の開催予

定を６月２４日と申し上げましたが、６月２６日

の誤りでございました。お詫びして訂正を申し上

げます。 

〇議長（菅 健雄君） 下水道課長甲斐好信君。 

〇下水道課長（甲斐好信君） 大石議員の再質問

にお答えします。 

 排水対策につきましては、地元の方々の要望も

いただいておりますので、さらに鋭意努力してい

きたいと考えておりますので、ご理解のほどお願

いします。 

〇議長（菅 健雄君） 保険年金課長小野俊久君。 

〇保険年金課長（小野俊久君） 再質問にお答え

します。 

 居宅介護住宅改修工事につきましては、申請者

が自宅で生活する上で移動等に支障があるため、

申請者の意向に沿って手摺りの設置、段差の解消

等の工事を行ったものと思われます。で、ご質問

の所有者の同意がなかったのではないかというご

質問でありますが、所有者名義の同意書は添付し

てございます。 

 それから、助成金でございますが、返したが正

しいのか、返さなかったのが良いのかということ

でございますが、市といたしましては、ご指摘の

着工前写真が未添付でありまして、これにつきま

しては、業者の顛末書で対応しておるところであ

ります。施工については、計画どおり執り行われ

ておるものと思われますので、助成金については、

貰うべきではなかったかというふうにも思ってお

ります。 

 次に、領収書でございますが、施工業者が、子

どもさん宛に出した領収書が添付されております。 

 以上でございます。 

 失礼しました。追加でご報告申し上げます。対

象者の世帯を住宅改修を行ったわけですが、高齢

者世帯２人世帯でございます。で、所有者名義に

ついては、次男名義というふうに聞いております。 

 以上です。 

〇議長（菅 健雄君） 保険年金課長小野俊久君。 

〇保険年金課長（小野俊久君） 失礼しました。

先程の答弁で、領収書の関係ですが、高齢者本人

宛の領収書ということでございます。 

〇議長（菅 健雄君） 建設課長奥田秀穂君。 

〇建設課長（奥田秀穂君） 再質問にお答えいた

します。 

 先程ご指摘ありましたように、相談がちょっと

流域が面積になりますので、当面ポイントを絞り

ながら、流域住民の方々の関心とご理解を求めな

がら環境整備に努めさせていただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 環境課長水江義和君。 

〇環境課長（水江義和君） 火葬場建設について

の再質問にお答えいたします。 

 今後も引き続き住民相談会を開催し、ご理解と

ご協力が得られるよう協議を重ねてまいりたいと

思います。 

 以上でございます。 

 場所につきましては、同じ真玉地区内でござい

ます。 

以上でございます。 

〇議長（菅 健雄君） 申し合わせの発言時間を

超えましたので、これにて一般質問を終結いたし

ます。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。明

日から６月２０日まで休会し、各委員会において

付託案件の審査をお願いいたします。 

次の本会議は、６月２１日午前１０時に再開し、

各委員長の報告を求め、質疑、討論、採決を行い

ます。なお、討論の通告は６月１９日午後５時ま

でに提出願います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

     午後３時４３分 散会 
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